




2004年から始まった米国視察も早いもので既に3回を数えます。今回その成果としてこの報告

書が出版されることは、私にとってもたいへん大きな喜びです。私自身も3回の視察に毎回参加

し、影ながらPEPNet-Japanの設立や発展の経緯を見守ってきましたが、振り返ってみると視察

には二つの大きな収穫があったと思います。

一つ目は言うまでもなく、この報告集そのものです。今まで米国の聴覚障害学生高等教育支援

に関する情報は、個人による留学体験記や研究者による個別テーマごとの論文・報告書、さらに

両国を互いに訪れた人々から直接に伝えられるなど、さまざまなかたちで日本にも届いてはいま

した。しかし、日本の聴覚障害学生高等教育支援の第一線で活躍されている大学・NPO関係者

が、いわばプロ集団として3年に渡って視察を重ね、多面的な情報を一冊にまとめたこの報告集

はおそらく他に類をみないことでしょう。米国における聴覚障害学生支援の実態を知る意味でも、

また日本が今後進むべき道を見定める段階においても、本報告集が聴覚障害高等教育支援に関わ

るすべての人にとって貴重な資料になることと確信しています。

もう一つ、3回の視察がもたらした報告集に勝るとも劣らない収穫は、関係者間の連携の強化

にあります。これまでの視察に参加された方々は、皆日本の聴覚障害学生支援の最前線におられ

る方ばかりで、国内では大勢が集まって長時間じっくり話し合う機会を作ることは困難です。し

かし、米国視察という日常から切り離された「合宿」のような環境では、否応なしに毎日顔を合

わせることになり、公式の視察・会議の時間外でも、例えば空港での待ち時間や食事中などにも

自由に深い議論を交わすことができました。日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク

（PEPNet-Japan）設立のアイデアもそのような自由な会話の中から生まれてきた発想だったと記

憶していますし、PEPNet-Japanの特徴の一つもそのような時間に培われた人間関係にあると考

えています。

昨年12月、第61回国連総会において障害者権利条約が採択され、我が国の教育機関において

もより一層アクセシビリティーの整備・改善が求められることは間違いありません。聴覚障害学

生高等教育支援には取り組むべき課題が多くあることは否めませんが、それらを一つ一つ乗り越

えることによって大学がインクルーシブな社会の実現に向けた開拓者となることを期待していま

す。

最後になりますが視察に参加された方々には、視察中のみならず帰国後もさまざまなかたちで

協力関係を続けていただき感謝申し上げます。そして、事務局を務めていただいている筑波技術

大学の先生方にはそのご尽力に心から敬意を表します。中でも筑波技術大学白澤麻弓准教授の献

身的な活躍なくしては、3回の視察が成功しなかったであろうことを記します。

2007年10月

日本財団　国際協力グループ

BHNチームリーダー　　石井　靖乃





日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク（PEPNet-Japan）は、2004年10月に発足した

高等教育機関間のネットワークである。ここでは、聴覚障害に障害のある学生を受け入れ、積極

的な支援を行っている大学が互いに情報交換を行いながら、日々先進的な支援事例を積み重ねて

きている。

このPEPNet-Japan設立のきっかけとなったのが、本書でも報告している2004年4月のアメリ

カ視察である。PEN-International（聴覚障害者のための国際大学連合：日本財団助成事業）の企

画による視察研修で、参加者には筑波技術大学大沼直紀学長の声かけにより、日本福祉大学の大

泉溥教授や宮城県・仙台市聴覚障害学生情報保障支援センターの松M丈代表など、我が国の聴覚

障害学生支援をリードしてきた方々が一同に会して

いた。筆者もその場に参加させていただいたが、こ

こで学んだアメリカロチェスター工科大学の聴覚障

害学生支援の体制は、想像をはるかに超えて充実し

たものだった。またアメリカにおける聴覚障害学生

支援のための高等教育機関間ネットワークPEPNet

の活動詳細や、ピッツバーグで開催されたPEPNet

全米大会2004からは、こうした大学・機関間の連

携の重要性を知ることができた。

その後、米国PEPNetにならう形でPEPNet-Japanを立ち上げ、2006年までの間に上記を含む

3回のアメリカ視察を行ってきた。本書はこうした3回の視察およびPEPNet-Japan事務局による

実地調査（2005年1月他）、ならびに文献調査の結果をまとめた総集編ともいえる報告集である。

2004年度と2005年度に実施したアメリカ視察については、すでに視察報告書として発行済みで

あるが、今回はこれらの内容に2006年度視察の成果を加え、読みやすさを考えて1冊にまとめた

形で再編集して発行する運びとなった。記載した内容は、極力最新の情報をふまえて加筆・修正

を行っているが、基本的にはそれぞれの章末に示した調査時点の情報に基づいている点をご理解

いただきたい。

なお、本視察の実施ならびにPEPNet-Japanの立ち上げにあたっては、PEN-International デ

ィレクターのJames DeCaro教授ならびにスタッフの方々、日本財団国際協力部BHN石井靖乃チ

ームリーダー、およびNETAC関係者の方々に多大なるご支援をいただいた。PEPNet-Japanは、

現在文部科学省特別教育研究経費による聴覚障害学生支援のための拠点形成プロジェクト（筑波

技術大学）の一部として運営されているが、このような形に発展してきたのも、ひとえに彼らの

バックアップがあってこそである。特に、3回の視察に関わる現地コーディネートは、すべて

PEN-Internationalの全面的な協力を得たものであり、ここに厚く御礼申し上げる。

2007年10月

日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク（PEPNet-Japan）

事務局長　　白澤　麻弓

視察時の様子（2004年度）
日本におけるネットワーク構築の可能性に
ついて議論する視察団
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RITおよびNTIDの概要
ロチェスター工科大学（Rochester Institute

of Technology；以下、RIT）は、1829年に設

立された私立大学で、応用科学・工学・ビジネ

スなどの8つの学部を持っている。このうち、

NTID（National Technical Institute for the

Deaf：国立ろう工科大学）は、連邦政府の補助

を受けて運営されている聴覚障害学生のための

特別な高等教育プログラムで、1965年に設置

が決定された。以来、RIT全体に在籍する聴覚

障害学生の人数は急増し、現在約1100名の聴

覚障害学生がNTIDおよびRITで学習を行うに至っている。

これらの学生には、教員が手話などを用いて指導する「直接的コミュニケーションモデル」と、

手話通訳や文字通訳を介して授業に参加する「間接的コミュニケーションモデル」の二つをもち

いて教育がなされており、NTIDでは前者が、他の学部では後者が採用されている。さらに、RIT

で学ぶ聴覚障害学生全体に対して、学業や就職・個人生活等幅広く相談・支援を行うアカデミッ

クサポートサービスが提供されており、彼らの大学生活を支えている。

本項では、こうしたRITおよびNTIDで用意されている聴覚障害学生への高等教育プログラムの

概要について概観し、RITで学ぶ聴覚障害学生がどのような環境下で学習しているのか知ること

を目的とする。

NTIDプログラムの内容
NTIDには、RITの聴覚障害学生のうち約半数にあたる550名が在籍している。ここには、主に

就職のための知識・技術を身につけることを主眼とした準学士コース(2年間)のほか、4年生大学

であるRITへの編入を前提とした編入コース（NTID2年＋RIT2年）や学士(4年)コース、修士(2

年)コース等さまざまなコースが設置されている。

まず、準学士コースは、Associate in Occupational

Studies(AOS)やAssociate in Applied Science(AAS)など就

職に必要な知識・技術を習得したことを示す学位が与えられ

るコースで、会計学や応用情報工学など理工系のコースが用

意されている。

また、2＋2 Associate Degree - Transfer Programsと

呼ばれている編入コースでは、図2に示されているとおり、

第 章1

聴覚障害学生サポートネットワークの構築をめざして

8

齋藤　剛（静岡福祉大学社会福祉学部　講師）

白澤　麻弓（筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター　准教授）

図2 編入コースの説明イラスト

図1 ロチェスター工科大学の各学部構成
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NTIDで2年間学習し、Transfer degree（編入学位）を取得した後、RITの他の学部に編入し、さ

らに2年間の学業を修める形態が取られている。これには、聴覚障害学生に不足しがちな基礎学

力を十分に習得できるなどのメリットがあり、最終的にはRITから学士資格が与えられる形にな

っている。

修士資格が取得できるコースには、Master  of Science in Secondary Education of

Students who are Deaf or Hard-of-Hearing(MSSE)と呼ばれる、ろう中等教育教員養成大学院

がある。このコースには、聴覚障害学生、健聴学生両方が在籍しており、その構成は聴覚障害学

生が21名、健聴学生が53名となっている（2005年）。

このほか、聞こえる学生が手話通訳のスキルを学ぶことができる手話通訳養成学科（American

Sign Language and Interpreting Education ; 以下、ASLIE）もNTIDの中に設置されている。

ASLIEには、学士コース（21名）と準学士コース（94名（ともに2005年度））が用意されてお

り、準学士コースはある程度の手話技術を持った学生を対象に、通訳スキルを指導するコースに

なっている。これに対して、学士コースは通訳に関する準学士資格を取得した学生を対象に開講

されており、卒業時にはASL／英語通訳学士（ASL/ English interpreting degree）が与えられ

る。数多くの志願者の中から選抜された学生達が、RITのキャンパス内での現場実習を交えなが

ら、より高いレベルの教育を受けることが可能で、通訳の技術向上を目指す人々にとっては、と

ても人気の高いコースになっている。

RIT学士コースへの進学
RITおよびNTIDでは、前項で述べたNTID内での特別な教育にとどまらず、学生のRITへの編

入・進学を積極的に支援している。ここでは、聴覚障害学生がRITの学士コースで学習するため

に用意されているいくつかのルートについて説明する。

聴覚障害学生がRITの学士コースに入学するためのルートには、大きく分けて、直接RITに入学

する場合と、NTIDで準学士の学位を取得してから3年次編入する場合がある。以下、図3を基に

解説したい。

図3 聴覚障害学生がRIT学士コースに入学するためのルート
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① RITの各学部を受験し直接入学するルート

健聴学生と同様に通常の試験を受けてそのまま入るルート。十分に基礎学力があり、RITで

の学習が可能なレベルにある聴覚障害学生は、このルートで入学することとなる。RITの学士

コースに在籍している聴覚障害学生の約半数がこれに該当する。

② 一定期間のトレーニングを行なってから各学部を受験し入学するルート

高い基礎学力があるが、学士レベルには到達していない聴覚障害学生が対象となる。このコ

ースは、pre-baccalaureateプログラムと呼ばれており、数ヶ月のNTIDによる教育を受けて、

RITの各カレッジへの入学となる。

③ NTIDで準学士を取り、学士コースに入る準備を整えてから3年次編入するルート

すでに上述した編入学位を取得してからRITに編入するルートである。編入コースは、初め

からRIT学士コースへの編入を目的としているため、他の準学士コースと比較して、RITで取得

する単位数も、編入後にそのまま移行する単位数も多い。

④ NTIDでAOS,AASを取得後、学士コースに編入するルート

編入コースではなく、通常の準学士コースを卒業後、RITへ編入するルート。元々就職を意

識して構成されているコースであるため、RITへ編入後取得しなければならない単位数は多い

が、意欲のある学生に対してはこのような道も用意されている。

おわりに
以上に見てきたように、RITおよびNTIDでは聴覚障害学生の持っている力を最大限に引き出し、

もっとも適した環境で学習できるよう非常にきめ細かなコース設定がなされている。また、RIT

にインテグレートして学習する学生のためにも、単に手話通訳等の情報保障を提供するのみでな

く、学業全体を支えるような仕組みが提供されている。これらの取り組みの成果は、RITにおけ

る聴覚障害学生の卒業率にも現れており、他大学の聴覚障害学生の卒業率（25%）に比較して、

圧倒的に高い数字（68%）が示されていることからも見て取れる。この値は、RITの健聴学生の

卒業率よりも高い数値となっており、きめ細かな学習支援が与える影響の大きさに感心させられ

る。

さらに、NTIDでは聴覚障害のある教職員も多く雇用されていたり（NTIDの全職員の17.5%）、

チューターとして聴覚障害学生自身が後輩に指導する機会が多数用意されているなど、大学全体

が聴覚障害者の社会参加のあり方を示している点でも注目すべきであろう。

（2004年度執筆、2006年度加筆）

〈参考文献〉
NTID Annual Report (2006) http://www.ntid.rit.edu/media/annualreport.php

NTID Annual Report (2005) http://www.ntid.rit.edu/media/annualreport.php



11

第1部　ロチェスター工科大学（RIT）の取り組み

はじめに
NTIDならびにRITでは、在籍する聴覚障害学生の学業を支えるために、さまざまな支援が行わ

れており、これが大学における彼らの成功の重要な要因となっている。ここでは、NTIDで行われ

ている支援のうち、聴覚障害学生を対象とした学習上のサポートについて、その内容および組織

や施設の概要について報告する。あわせて、NTIDにおける学生サービスについて、若干の考察を

行う。

NTIDの学生のための学習用プログラムと施設
NTIDでは、在籍する学生に対するサービス、とりわけ学習に関するサービスをいかに行うか

が、聴覚障害学生の大学における成功の決め手となっている。そのため教授法の改革や教材作成

など、教員サイドでさまざまな工夫が行われており、あわせて学生に対するサポートが提供され

ている。以下、学生が利用できる学習支援に関するサービスおよび施設について具体的に述べる

こととする。

１．NTIDラーニングセンター(NTID Learning Center)
NTIDラーニングセンターは、NTIDとRITで学ぶ聴覚障害学生の学習面のサポートを目的とした

施設であり、質の高い教育的サポートの提供を目標として、人的配備に加え、物的設備の整備を

行っている。

具体的な取り組みとしては、まず補習授業(チュータリン

グ)を挙げることができる。これは、NTIDとRITで学ぶ聴覚

障害学生が、授業時間外に学習センターを利用したり、チュ

ーターによる補習授業を受けたりすることができるサービス

である。人的な配置は、専属のスタッフが3名、チューター

が約30名である。

チュータリングにはEnglish, English Peer, Math, Accountingなどのクラスが用意されてお

り、これらの授業のスケジュールは、Web上で確認することができる。指導体制も多様であり、

マンツーマンもしくは少人数グループによる指導が行なわれている。これらは、予約制によるも

のや予約なしでその場で指導を受けられるものなど、いくつかの形態から自分に合うものを選択

することができる。また単に学習面の指導を行うのみならず、学生の学習到達度の評価も丁寧に

行っている。評価資料は、学生の学習支援に用いられるほか、教員が、教授法を検討する上での

重要な資料となっている。このほかにも、学生の学習支援や就労および卒業後に必要となる知識

に関するワークショップやセミナーなどが開催されることもある。学習に際しては、個人学習を

支援するための自習用のコンピュータ(Mac/Windows)が、多数用意され、これらを自由に利用

第 章2
長南　浩人（筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター　准教授）

河野　純大（筑波技術大学産業技術学部　准教授）

写真1 NTIDラーニングセンターの様子
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することができる。

これらの取り組みにより、学生個人の学習はもとより、友人と効率的に学ぶ機会を増やすこと

になり、さらには、学生が教師から受けた指導について、振り返るチャンスを提供することにな

る。そのことは、指導法の改善やカリキュラムの見直しといった教育改革にも間接的に寄与し、

教師と学生の関係改善にも良い影響を与えているようである。

２．NTIDセルフインストラクションラボ
セルフインストラクションラボは、主として手話や英語ならびに口話読み取り、発音発語の訓

練など、学生がコミュニケーションスキルの向上のために利用する施設であり、加えて教職員の

手話学習や就職面接の指導などのためにも利用されている。写真2に示すように、ビデオ教材等

を利用して自由に学習を進めることがでるブースが複数設置されており、専任スタッフが、機器

操作に関することから教材利用や学習方法にいたるまでさまざまな質問に丁寧に答えてくれる。

所定の手続きを行えば一般の人々も無料で利用でき、利用時間についても、日によって異なるが、

夜間も利用可能となるよう配慮がなされている。

配架されている教材はさまざまで、ビデオやCD-ROM、DVD等多様なコンテンツがカテゴリー

ごとに分類されている。アメリカ手話の各単語に例文がついた手話(映像)辞書CD-ROM（写真3）

など、NTIDで独自に作成した教材もあり、手話の学習のために有効に活用されている。このほ

か、手話については、書籍などの資料（手話技術に関するテキスト、手話に関連する学会の雑誌、

手話に関する学術図書、手話をはじめとするろう文化に関する雑誌や成書、ろう者の歴史など）

や手話学習の成果を評価するツールも用意されている。これら手話学習プログラムや手話技能評

価については、現在も研究が進められており、大学からの資金的支援もなされている。

読話については、ビデオを見て口形の読み取り行い、その英語を回答するという読み取り練習

ソフトやオーディオテープ等も用意されていた。このほか、会社の入社面接の訓練にもちいるこ

写真2 セルフインストラクションラボの様子

写真3 セルフインストラクションラボの教材ソフト
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とができるビデオなどもあり、こうした教材のリストは、Web上からも見ることができるように

なっていた。

また、セルフインストラクションラボの中には、

面接指導等コミュニケーションの訓練を行う部屋も

あり、部屋の側面に設置された2台のカメラが、対

面して会話する人の様子をそれぞれとらえ、1画面

上に合成して録画できる設備が用意されていた（写

真4）。ここでは、指導場面を録画・再生し、学生に

提示することで、学生に自分の振る舞いを確認させ、

コミュニケーションスキルの向上に役立てている。

３．その他
以上のような施設・設備に加えて、個別で言語指導やオージオロジーに関するサービスを提供

するため、専門スタッフの組織も設置されていた。これらスタッフはリハビリテーションの有資

格者であり、補聴器や人工内耳といった聴覚補償に関わるディバイスの管理や相談、機器の紹介、

業者との連絡、聴覚障害関連の情報提供、言語指導等幅広い支援をしていた。ここに相談や指導

を求めて来る学生は、非常に多く、求める内容もさまざまであるとのことであった。

例えばスピーチに関しては、母音の発音練習といった基礎的な訓練を必要とする学生もいれば、

発音にはほとんど問題はなく、話の構成の仕方や相手との効果的な会話の進め方を学びたいとす

る学生もいる。このように主訴が多様で、学生の障害の程度も幅広いために、指導体制も個別指

導を中心に行っているとのことであった。音声言語の発達を支援することは、聴覚障害児・者に

対する教育機関の重要な役割であり、NTIDにおいても、このような手厚い人的サポート体制を整

備している。

おわりに
ここで紹介した聴覚障害学生への支援サービスは、聴覚障害学生が大学において成功すること、

すなわち学業において良い成績を残せるようにするために行われているもので、学科や部門を超

えた幅広いサポートが行われていた。このような取り組みを可能にしているのは、NTIDの教員

が、「聴覚障害学生には学習支援が重要であり、学習の成功が彼らの可能性を広げる」という認識

を共通して持っているためと思われる。さらに、このような意識の実行を担保するための組織作

りも行われていて、本稿で紹介したラーニングセンターやセルフインストラクションラボの運営

も、そのような組織が拠点となって円滑に行われていた。

これまで、NTIDの学生支援については、主に先進的な機材の設置といった物的な整備に関する

情報のみが強調されてわが国に伝えられてきた感がある。しかし、本章で述べたような人的な面

での体制整備、特に専門性の高い有資格者を中心とした組織の整備が行われており、face to

faceを基本とした、人による丁寧なサポートにも力が注がれていることがわかった。さまざまな

機械を用いた学習が可能であるにも関わらず、このような「人による指導」を求める学生も多く、

指導予定表には予約した学生の名前が隙間なく書かれていた点が印象的があった。このことは、

物的な支援と人的な支援の双方の重要性をうかがわせ、わが国における聴覚障害学生支援体制の

写真4 コミュニケーション訓練に用い
る2画面録画設備
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構築を考える際にも留意すべきことであろう。

（2004年度執筆、2006年度加筆）
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RITにおける聴覚障害学生サポートサービス
米国の大学では、在籍する障害学生への支援のために、学内型障害学生サポートセンターが設

置され、手話通訳等の必要なサービスが提供されている例が多い（図1）。RITの場合、NTIDその

ものがこのセンターにあたる機能を果たしているが、RIT内にはこの他にさらに4つのサテライト

的なサポートセンターが設置されており、NTID以外の7つの学部に在籍する聴覚障害学生のサポ

ートを行っている（図2）。この4つのサポートセンターはCBGS（Center for Baccalaureate

and Graduate Studies）と呼ばれており、それぞれ専属の手話通訳コーディネーターやノート

テイクコーディネーター、カウンセラー等が配置されていて、担当学部に在籍する聴覚障害学生

からの依頼を受けて表1に示すような各種サービスを提供している。

3回にわたるアメリカ視察では、こうしたRIT内の個々のサービスについて、それぞれ担当のコ

ーディネーターから詳しい内容と現状についての説明を受けることができた。本項では、これら

サービスの概要とRITにおける聴覚障害学生支援を支えるNTIDの取り組みについて報告する。

ススス
第第11

第 章3

白澤　麻弓（筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター　准教授）

図1 学内型障害学生サポートセンターの例

図2 CBGSの配置
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表1 CBGSが提供しているサービスの内容

（2004年度執筆）
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手話通訳サービスの位置づけ
RITにおける情報保障で最も大きな位置を占めているのは、なんと言っても手話通訳である。

C-printなどの文字通訳も情報保障の選択肢として用意されているものの、その利用には「手話が

できない」こと等が前提となっており、手話や手話通訳の活用を促す雰囲気がある。

概要と組織構成
NTID年報（2003年度版）よると、現在RIT内はフルタイムで働いてい

る手話通訳者が全部で101名おり、年間94134時間もの通訳サービスを提

供している。このうち75710時間（約80％）はRITで行われる講義に対す

る派遣であり、分野別に分かれた4つのCBGS内でコーディネートされて

いることになる。通訳活動の50％は複数の通訳者によるチームで行なわれ

ており、見学した授業では2人の通訳者が20分交代で通訳していた。

手話通訳コーディネートのための組織は下図のようになっており、一

つのCBGSに手話通訳サービスのためのマネージャーが1名、コーディ

ネーターが2～3名おり、この他に会計等を担当する事務職員が二つの

CBGSに一人の割合で配置されていた。手話通訳者は、それぞれ得意分野にあわせて各CBGSに

20～26名ずつ登録されおり、通訳の依頼から派遣までは通常一つのCBGS内で完結する形となっ

ていた。最近ではC-Print（約55名）チームも組織に加わっており、今後はC-Printチームを４つ

のCBGS内に組み込んでいくことを検討中であるという。

第2節　手話通訳サービス

吉川　あゆみ（関東聴覚障害学生サポートセンター　コーディネーター）

図1 通訳提供時間の内訳

図2 CBGSの組織図（手話通訳サービス）
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通訳依頼・提供実績
手話通訳の依頼は年々増加している。この理由の一つと

して、学士取得のためにRITに入学する学生の増加があげ

られる。聴覚障害学生全体に対するこうした学生の割合は、

1980年代は17％にすぎなかったが、現在では40％以上と

倍増している。依頼の増加に応じて、提供時間数も拡大し

ているものの、常に需要が供給を上回っているのが現状で、

依頼に応えきれない部分に対しては、履修時間をずらして

もらったり、同じ講義なら聴覚障害学生を1クラスにまとめるなどの対策を講じて、98％の派遣

率を達成している。

また、RITでは職員として雇用されているフルタイムの通訳者のみでなく、時給ベースで通訳

を行うフリーの通訳者とも契約を交わしており（約300人）、フルタイムの通訳者では補えない部

分、たとえば夜間の講義や課外活動等は、フリーの通訳者でカバーしているとのことであった

（通訳依頼全体の約30％）。また、最近ではC-Printの登場とともに新たに文字通訳に対するニー

ズも浮かび上がってきており、通訳サービスの存在が、聴覚障害学生の増加や学ぶ分野の広がり

につながり、さらには大学院への進学といった好循環をももたらし、聴覚障害者の社会参加を促

進している例と言えよう。

通訳依頼の流れ
講義場面への通訳依頼は、すべてオンラインで行うことが可能である。しかも履修登録システ

ム（SIS：Student Information System）に統合されているため、非常に合理的で手軽な印象を

受けた。図4はこの登録確認画面の一部であるが、科目番号や講義名、単位数、教員名、時間等

に並んで右端にNTIDによるサポートの有無（実際にはCBGSがコーディネートする）が記述され

ている。そのため、学生はこれをみながら、すでにサポートがつくことが決まっている授業の場

合はそのまま履修を登録し、まだ誰もサポートを依頼していない講義については必要なサポート

図3 手話通訳依頼時間数の増加

図4 SISによる聴覚障害学生サポートの依頼
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内容を選んで登録する。ただし、この時点では通訳がつくことが確証されたわけではないので、

数日後に表示がIR→ISと変更されるのを学生自ら確認する必要がある。

その他、授業以外の場面への通訳派遣や、派遣された通訳者が十分に講義内容を通訳しきれな

い場合の通訳者変更の申し入れ、手話の好みに関する要望、通訳者の指名等のニーズについても

可能な範囲で応じることになっている。

通訳者の評価と身分保障
一方、通訳者は技量や専門知識の程度（学位所持の有無等）によって4段階に分けられている。

他の大学では2～3段階が一般的とのことであり、通訳技術に対するきめ細かな評価がなされてい

る様子がうかがえる。また、年1回のEvaluation（評価試験）を受けることが義務づけられてお

り、努力をして技量を伸ばした通訳者は上のレベルに上がることができるが、いつまでも最下位

のレベルにとどまっている通訳者については解雇されるというルールも設定されている。

給与額は年間平均$31000（8年目の通訳が＄35000で新人教員と同レベル。1年目の通訳が

＄24000）程度で、フルタイムで働いている101名については職員としての雇用であるため、保

険等の身分保障もなされており、こうした労働条件は年々改善されているとのことであった。ま

た、通訳時間は原則として週20時間以内と定められており、これ以外に学内の聴覚障害学生から

個人的に通訳依頼を受けることもあるが、これも週6時間以内に限定することという規定が定め

られている。これは、コーディネーターの目の届かないところで頸肩腕障害などの健康障害が発

生しないようにとの配慮からであるが、学外でも活動をしている通訳者については管理しきれな

いこともあるとの指摘がなされていた。

（2006年度執筆）
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はじめに
手話通訳に次いで重要な役割を占めているのがノートテイクサービスである。2003年度には

年間300～400人のノートテイカーが約1600コマの講義で850000ページものノートを取ってい

る。たとえば、経営・情報工学部門のCBGSだけでも、1学期に76人のノートテイカーを93講義

に派遣したとのことで、規模の大きさに驚かされる。

ただし、ここで注意すべきは、米国の「ノートテイク」と日本での「ノートテイク」はまった

く異なる意味合いを有している点である。米国では、「記録」としてのノート作成が基本であり、

日本で言うところの「筆記通訳」の要素は持たない。すなわち、学生の多くが、手話通訳によっ

て情報を得て、講義終了後、ノートテイカーが書いたノートをもらって復習をするといった活用

方法がとられている。一方、授業中にノートテイカーの書く文字を通して情報を得るのが日本の

状況であり、同じ「ノートテイク」でも、その実態は根本的に異なっている点で注意が必要である。

ノートテイカーは基本的に学生で、既に当該講義を受講した学生や、同じ専門で当該講義を履

修中の学生が担当している。謝金は＄6.42/Hと低額だが、学内の学生バイトの中では2番目に高

い謝金であるとのことであった。

ノートテイカーの養成
ADAでノートテイカーの派遣は義務付けられているも

のの、その養成は義務にない。しかし、RITではノート

テイカー養成を重視し、年間200～400人を養成してい

る。従来は4時間の講習会（＄25）を開催してきたが、

2003年度よりノートテイカーのオンライントレーニン

グも始めた。学生が自分の都合に合わせて受講できると

いうメリットがあり、いずれは講習会からオンライント

レーニングへの全面的な移行・拡充を検討している。

オンライントレーニングでは、ノートテイカーに知っ

てほしい内容を4項目に分けて紹介しており、①基本練習（30分）②実技（30分）③評価（30

分）④ろう学生の声（15分）と、全体で2.5～3時間で終了できるカリキュラム構成になっている。

１．基本練習（Training：30分）
① 6原則についての説明（Six Principles）

ここでは、基本的なノートのとり方をテイクノートの

実例（50例）を交えて述べており、「いいノートの例」

「悪いノートの例」の写真がアップされている。途中、

テイカーが登場し、「できるだけたくさんの情報を伝え

吉川あゆみ（関東聴覚障害学生サポートセンター　コーディネーター)

白澤　麻弓（筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター　准教授)

図1 NTIDによるオンライントレーニング画面

第3節　ノートテイクサービス
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るのが自分の役割」「字が汚く、読みやすく書くために

も余白を作るようにしている」等のコメントを述べる場

面も盛り込まれている。

② 練習問題（Sample Exercises）

ノートの実例を見て、そこに6原則のうち、どの要素

が含まれているか、またどの要素が欠けているかをチェ

ックしていく。先述の説明をゲーム感覚で確認できるよ

うになっている。

③ 応用練習（Additional Training）

カバーシートの活用、留意点（試験のお知らせを伝える、板書の多い講義、ビデオやパワーポ

イントを使用する講義や討論中心の講義の対応方法など）がまとめられている。

２．実技（Practice：30分）
この段階では、実際の講義のビデオ3本（ビジネス、教養、情報工学）に沿ってノートを書く

練習に入る。先生が「チームで宿題をします」「ここは来週試験に出すかもしれません」と、比較

的早口で話す映像が流れており、終わった後に「評価」に移ってモデルノートと比較できる流れ

になっている。他にも、分割した画面に先生の姿とパワーポイントが登場し、パワーポイントの

ページがどんどん変わる、先生はパワーポイントの文字を読まずに話す、という難易度の高い状

況でのテイク練習も出てくる。

３．評価（Assessment：30分）
オンライン養成では、学生がＩＤとパスワードを打ち込んでアクセスする仕組みになっており、

コーディネーター側は、アクセスした学生名や、練習の進行度を把握・管理できる仕組みになっ

ている。実技で書いたノートはコーディネーターにチェックしてもらうことになり、技量が不十

分な場合は、再度実技と評価（60分）を繰り返すという。

４．ろう学生の声（Deaf Awareness Video：15分）
ろう学生に会ったことのないノートテイカーも多く、ろう学生がノートテイクについてコメン

トする様子をビデオで見ることができる。短い時間ではあるが、「ろうって何？」「ノートテイカ

ーに望むこと」などについて触れている貴重な15分と思われる。

ノートテイクの流れ
１．ノートテイカーの募集
ノートテイカーの募集はコーディネーターがポスター等による呼びかけによって行っている。

しかし、人員数は十分ではないためチューターをしているような優秀な学生を見つけてはスカウ

トをしたり、講義を担当している教員に良い学生を紹介してもらったり等の工夫をしているとの

話であった。

養成を修了した学生は、10週間きちんと出席する、ノートは必ず提出する等のルールについて

確認した後、契約書に記入し、ノートテイカーとしての登録を行う。同時に、学期のはじめには

図2 練習問題の様子
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今学期ノートテイカーとして活動ができるかどうかを確認して可能な場合には別の申し込みフォ

ームに記入、提出することになっている。

２．授業でのサポート
実際に授業の履修登録が始まると、聴覚障害学生は手話通訳サービスと同様のオンラインシス

テムを用いて、ノートテイクによるサポートを依頼する。これを受けてコーディネーターがノー

トテイカーの配置を決定し、掲示板によってノートテイカーに通知することになる。

授業中、ノートテイカーは職務に従い講義の記録をとるが、聴覚障害学生の多くは基本的に手

話通訳を見ているため、書かれたノートは授業後に受け取る形になっている。実際、視察中見学

した講義ではノートテイカーは教室の最後尾に座ってノートを取っており、手話通訳を見るため

に最前列に座っている聴覚障害学生とは全く顔を合わせないまま授業が終了していた。聴覚障害

学生の方も誰がこの授業のノートテイカーなのかはっきりと把握していないことが多く、尋ねて

も「あの辺の人」というクールな反応であった。

３．ノートの様式
図3は実際この時に取られたノートの一部である。通訳ではなく記録としてのノートであるた

め、箇条書き等により授業のポイントが要領よくまとめられている。単にまとめるだけでなく、

質疑応答場面では質問と回答の両方が丁寧に記載されていたり、教員の話した例や説明なども細

かく記述されていたりと、通常学生が取るノートよりは詳細に書かれているようであった。また、

ノートにはカバーシートと呼ばれる表紙をつけることになっており、ここには講義名やノートテ

イカーの名前の他に、重要な連絡事項やノート中に使用している略号の説明等を記載する欄が設

けられていた。

図3 ノートテイクされたノートとカバーシート
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４．ノートの扱い
授業が終了すると、ノートテイカーはCBGSのオ

フィスに設置されたポストにノートを提出すること

になっている。これは複数の聴覚障害学生が受講し

ていることが多いためで、提出されたノートは図4

に示すように学内にあるスキャンセンターに送ら

れ、そこでスキャナにかけて24時間以内(通常1～2

時間)にホームページに掲載されることになってい

る。掲載されたノートを見るためには、IDとパスワ

ードが必要で、聴覚障害学生は履修登録と同じSIS

システムを用いてクラスごとのノートが見られるようになっていた。

このノートには、聴覚障害学生の他に、授業担当教員やコーディネーター、チューター等もア

クセスすることができ、ノートの内容とあわせて聴覚障害学生がどの程度ノートを閲覧している

かといったログも調べて学生への指導に生かすことも可能になっている。また、授業担当教員は

ノートに間違いがある場合、補足したり修正したりすることも可能で、聴覚障害学生の様子を気

にかけてくれる先生は比較的良くノートテイカーのノートも確認してくれるとのことであった。

ノートテイカーの評価と身分保障
1学期間の授業が終了すると、ノートテイカーは聴覚障害学生やチューター等から評価を受け

る。表2，3はこの際用いられる評価シートで、受け手の評価が悪いノートテイカーについてはコ

ーディネーターが指導を行ったり、登録を削除する等の処置をとることになっている。

その他、学期途中であっても技術レベルや態度の悪いノートテイカーに対して要望を申し出る

ことは可能で、何か問題があれば聴覚障害学生本人はもちろんノートを見たチューターや授業担

当教員がコーディネーターの所に相談を持ちかけることができる。

ノートテイカーへの謝金は先に述べたとおり＄6.42/Hと決して高額ではないが、この他に学期

に1回優秀なノートテイカーを表彰するなど、ノートテイカーのモチベーションを高めるための

工夫もなされているようだった。また、学生時代にノートテイクを担当していたということは、

就職面接等の場で非常に高く評価されるため、希望する学生には履歴書に添付できる証明書など

も発行しているとのことであった。

今後の展望
アメリカにおいても、ノートテイクが始まった当初はカーボン紙を用いていた。その後コピー

を経て、現在ではスキャンするまでに進化している。ノートテイカーとして要求される条件とし

ては、同じ講義を受けたことがあり成績が3.0以上であること（実際はより優秀なことが多い）

や、ノートテイクの技術が充分であること、遅刻欠席しないこと、自分の勉強とノートテイクと

のバランスをとれることといった要素が挙げられており、コーディネーターも日々工夫を重ねて

いることが伝わってくる。ノートテイカーからは、「出席しながらバイトができる」「授業に対す

るモチベーションが高まる」「ノート取りの技術が向上する」「自分の成績が上がる」「ろう学生と

図4 スキャンシステムの概念図
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関われる」といった声が寄せられているという。

今後の課題としては、C-Printとノートテイクとの融合、つまり、図表や記号などをパソコンの

画面に直接書き込めるようなタブレットパソコンをノートテイクにも取り入れていくことを目指

しているとのことであった。

表2 ノートテイクの評価項目①
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（2004年度執筆、2006年度加筆）

表3 ノートテイクの評価項目②
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はじめに
RITにおけるアクセスサービスは、これまで手話通訳による支援が一般的であり、一部イベン

ト等をのぞいて文字を用いてリアルタイムに情報を伝えるような支援は実施されてこなかった。

しかし、NTIDで開発を続けてきたC-Printによるリアルタイム文字提示サービスが数年前より実

運用され始めたことにより、こうしたサービスを求める声が急速に増加している。

ここでは、RITで用いられているC-Printの概要とサービス内容について概観する。

C-Printの概要
C-Print は、NTIDで開発され、全米で広く利用されている音声-文字変換プログラムであり、プ

ログラム名がそのままサービス名としても用いられている。日本ではパソコンノートテイクを行

う際、IPTalkやまあちゃんなどのプログラムを使用するが、C-Printはちょうどこれに対応するも

のと考えてよいだろう。日本の場合、情報量を上げるための手段として、連係入力という方法が

用いられているが、C-Printの場合、基本的に入力は一人で行い、キーボードを用いた略記入力

（後述）と音声認識の2種類からどちらかを選択して入力する形態を取っている。また、アメリカ

ではC-PrintのほかにCARTと呼ばれる裁判所の速記システムを応用したリアルタイム字幕提示シ

ステムが利用されているが（詳細は、第3部第4章にて述べる）、話されている発話を一字一句漏ら

さずに伝えるCARTとは異なり、C-Printでは教員の発話を要約しながら文字化することを基本と

している。作成された文章は、リアルタイムに聴覚障害学生に表示されるのみでなく、授業の後、聴

覚障害学生が学習に活用したり、盲ろうの学生用に点字キーボードに送るなどの活用も可能である。

第4節　文字による聴覚障害学生支援（C-print）

三好　茂樹（筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター　准教授）

図1 C-Printの画面（聴覚障害学生画面）
左にキャプショニストの入力した文章が表示されている。右は学生のノートス
ペースで、メモを記入したり、文章にハイライトを引いたりすることができる。
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実際にC-Printを用いて情報保障を行う担当者は、C-Printキャプショニストと呼ばれており、現

在10名程度のキャプショニストが聴覚障害学生の支援にあたっている。

入力方法
入力は大きく二つの方法に分けられる。

まず、キーボードによる略語入力では、例えば”blk”と入力すると”black”と表示されるな

ど、音韻を基に作られた略記規則を用いて入力する。以下は、入力の例である。

Midwest Center for Postsecondary Outreach (2005) A Guide to Speech-to-Text Services

in the Postsecondary Environment. http://www.mcpo.org/sts_contents.aspより抜粋

音声認識では、キャプショニストが教員の音声を要約

しながら復唱し、修正、入力をおこなう。教室内にキャ

プショニストの音声が響き渡らないよう、写真1のよう

なマスク付きのマイクを使用するなどの工夫を行ってい

る。音声認識エンジンとしては、IBM社のVia Voice に

対応しており、Dragon Naturally Speakingにも対応で

きるよう、現在開発を進めているところとのことである。

音声認識を使用する場合は、音声認識エンジンに対し

てキャプショニストの音声登録を行う必要があるが、これに要する時間は平均してVia Voiceな

ら2時間、Dragon Naturally Speakingならばおよそ1時間程度とのことであった。また、システ

ム的には教員の音声を直接認識させるのがもっとも単純で利用しやすいが、教室内のノイズや文

法上の不正確さ、音声の明瞭度等認識を妨げる要因が多く、現時点では十分な認識率が得られな

いため、復唱者を間に挟むという方法を用いている。また、一般的なリアルタイム字幕と同様、

数式や図形が多発する状況では対応が困難であり、講義などの講話が中心となる場面での活用が

中心的とのことである。

システム構成
通常、キャプショニストが文字を入力するサーバーＰＣと学生用のクライアントＰＣで構成さ

れており、それぞれローカルネットワーク（LAN）で接続された上、TCP/IP通信を用いて文字

情報の送受信が行われている。サーバーＰＣには、略記入力用のプログラムや音声認識プログラ

ムが搭載されており、キャプショニストはどちらかを選択して、音声を文字に変換する。変換さ

れた文字列は、学生用のクライアントＰＣに送られ、聴覚障害学生に提示される。現在のところ

他のプログラムと通信させることはできないが、現在、こうした機能についてもプラグインとし

写真1 音声認識による支援の様子
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て開発中である。

学生用クライアントの各種機能
聴覚障害学生用のクライアントPC側には、単にキャプショニストが入力した文字が表示される

のみでなく、この情報を利用して効率的に学習が進めるためのツールが搭載されている。

① ノートテイキングツール

サーバーＰＣから送られてきた文字を提示する文字表示エリアの脇に、ろう・難聴学生自身で

ノートを取ることができるエリアが用意されている。学生が使いやすいように、色や大きさなど

カスタマイズ可能で、以下のオプションも用意されている。

１．ハイライト：送られてきた文字にハイライトを引く

２．ペースト：送られてきた文字をコピーし、自分のノートにペーストする

３．ノート：自分のノートに文字を打ち込む

４．コメント：送られてきた文字の該当箇所とリンクしたコメントを挿入する

これらのノートにはハイパーリンクのように送られてきた文字情報の該当箇所と自分のメモの

間にリンクが貼られる形になっており、ノートを見ながら容易にリンク先を参照することができ

る形になっている。

保存方法は以下の3種類が用意されている。

１．C-Printから送られてきた文章のみ保存

２．自分が入力などした文章のみ保存

３．両方保存

②　チャット機能

キャプショニストと文字チャットが可能であり、質問等がある場合に利用することができる。

また、音声を用いない聴覚障害学生が授業中に発言する場合には、このチャット機能を使って発

言内容を打ち込み、キャプショニストが読み上げるといった利用も可能である。

キャプショニストの養成
他の情報保障システムと同様、C-Printシステムもテ

クノロジー単独では有効な情報保障にはならず、テク

ノロジーを使う人の養成が不可欠である。C-Printのキ

ャプショニストには、略記入力の習得や、要約技術、

音声認識を用いた復唱技術、授業終了後の文章編集技

術といった能力の研鑽が必要とされ、これらを身につ

けるためのトレーニングプログラムがある程度用意さ

れている。

このうち、略記入力のトレーニングには、約4～5週

間かかる。これに対して、音声認識を用いた入力の場合、復唱にまつわる技術習得が困難なため、

より長い期間をかけた練習が必要とされる。これは、他人の声を聴きながら、内容を理解し、要

約して認識しやすいようなクリアな発音で発話する技術の習得が困難であることや、マスクを利

用するため発話している自分の音声が聞こえない状況で復唱を行わなければならないことなどが

図2 C-Printの紹介サイト
（http://www.ntid.rit.edu/cprint/index.php）
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関係している。

音声認識を用いた支援はまだ試行的に取り入れられた段階にあり、現在のところ、ほとんどの

キャプショニストが略記入力システムを中心的に利用している。今後、音声認識技術の発展とと

もに、この利用についても広がりを見せると考えられるが、NTIDの中ではどちらか一方による入

力のみでなく、両方の技術の習得を進めており、今後音声認識を利用するキャプショニストが増

えたとしても、略記入力の技術習得も求めるつもりであるとのことだった。

オンライントレーニング
キャプショニストの養成はNTIDでも行われているが、C-Print自体は全米の教育機関で広く用

いられているため、離れた地域であってもキャプショニストの養成を可能にするため、オンライ

ン上でトレーニングが可能なサイトが用意されている。

（http://www.ntid.rit.edu/cprint/captionist_online_training.php）

トレーニングは有償で、通常約60時間かかる。料金は＄400であるが、教育機関の場合アカデ

ミックプライスが適用され＄250でトレーニングを受けることができる。

トレーニングの構成は以下のとおりである。

これらのトレーニングはいずれも基本的な入力方法を習得するものであり、現在、キャプショ

ニストとしての技術向上を目指したトレーニングの開発が行われている。また、NTIDの中でも、

専門分野毎の養成を求める声が高まっており、これらのトレーニングを修了したことを示す資格

の発行等についても、議論が進められているとのことであった。

資格
現在RITには、約20名のキャプショニストがいる。ア

メリカ全体では、500人の人がトレーニングを修了して

おり、彼らがどの程度の技術力があるのかを示す認定資

格も設けられている。資格には、レベル1とレベル2の2

段階が設定されており、レベル1は主に教養教育科目を

中心とした比較的容易な授業で発話もゆっくりした内容

に対応できる程度になっている。

キャプショニストに対する収入
キャプショニストの収入は、働いている環境によって大きく変化する。例えば、ニューヨーク

図3 オンライントレーニング概観
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のような大都市であれば、仕事も容易に見つかり、安定した収入を得ることが可能であるが、小

さな町の場合需要が少なく、これに比例して収入も少なくなる。

RITでは手話通訳と同様フルタイムのキャプショニストとフリーランスのキャプショニストが

おり、基本的にはフルタイムのキャプショニストで対応するが、夜間開講される講義など対応が

困難な場合には、外部のキャプショニストに依頼するケースもある。

（2005年度執筆）
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はじめに
RITでは、これまでに説明してきたアクセスサービスのほかに、聴覚障害学生の自立的な授業

参加を支援するサービスとして、学習面でのサポートサービス（Academic Support Service；

以下、アカデミックサポートサービス）を提供している。ここでは、アカデミックサポートサー

ビスを提供する組織と、サービスの内容について述べる。

アカデミックサポート部門（Academic Support Department）
RITの各学部には、NTIDより聴覚障害学生支援を専門とする教員が派遣されている。この教員

はサポートファカルティ（Support Faculty）とよばれ、CBGSと同様に学内4箇所に設置されて

いるアカデミックサポート部門を拠点として、各学部の聴覚障害学生支援にあたっている。

サポートファカルティは、手話ができ、聴覚障害学生支援のノウハウを持っていることに加え、

それぞれに専門分野をもっており、専門に相当する学部で指導・支援にあたっている。例えばビ

ジネスコースには3人のサポートファカルティがおり、一人はマーケティング、ひとりは会計、も

う一人はマネージメントや国際ビジネスを専門としている。サポートファカルティの役割は以下

の通りである。

１．入学時の指導・支援
第1章にて述べたとおり、聴覚障害学生がRITに入学する方法は、RITの各学部に直接入学する

方法と、NTIDの準学士コースを経て入学する方法、それからNTID内の編入コースを修了してRIT

に入学する方法の3通りがある。いずれのルートを用いてRITに入学する場合でも、すべての聴覚

障害学生はオリエンテーション時にサポートファカルティに会う機会があり、履修すべきクラス、

卒業までのプロセスについての説明、アカデミックサポートサービスの内容や利用方法等につい

て、情報を得ることができる。

オリエンテーション以外でも、手紙やe-mailなどを通してサービスの紹介をしたり、聴覚障害

学生がいる授業に出向いて、この授業では専門スタッフがチュータリング・サービスを提供して

いるということを知らせたりしている。

サービスの利用は義務ではなく、本人の意思によるものであるため、このようにして、アカデ

ミックサポート部門が提供するサービスにろう学生がアクセスする機会を作っている。

２．チュータリング・サービス（Tutoring Service）
アメリカの大学では聴覚障害学生に限らず、幅広くチュータリング・サービスが用意されてい

ることが多い。しかしNTIDにおけるチュータリング・サービスは、聴覚障害学生が利用しやすい

よう、様々な工夫がなされている点で特徴的である。

第 章4
原田　美藤（愛媛大学　アカデミックアドバイザー）

平井　利明（静岡福祉大学社会福祉学部　教授）
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まず、サポートファカルティによるチュータリング・サービスは、1対1か少人数で行われる。

アカデミックサポート部門には、聴覚障害学生の人数や所属、ノートテイクのついている授業名、

ノートテイカーの名前などの情報がまとめられたリストがあり、これらの情報に基づいて、でき

るだけニーズに応じたサポートができるようにしている。一人のサポートファカルティは、チュ

ーターとして2～5つの授業について支援を担当するほか、さまざまなアドバイスやカウンセリン

グを行っている。

ただし、学習面での支援を行っているとはいえ、チュータリングは、授業を担当する教員の代

わりに聴覚障害学生に学習の指導をするものではない。あくまで授業で学習した内容を補強する

ために用いられるべきもので、学生には予習や復習、試験準備のために役立てるよう指導してい

る。また、指導においては学習内容そのものだけではなく、学習方法の習得を支援することで、

自立的、主体的な学習態度の形成を目指している。したがって、聴覚障害学生がチューターに依

存しすぎたり、担当教員が聴覚障害学生への指導をチューター任せにしたりすることのないよう、

バランスを取りながら教員と学生の橋渡しをすることがチューターの重要な役割となっている。

そのため、例えば授業の内容に関して質問がある場合も、チューターに聞くのではなく、担当教

員に直接質問する姿勢をうながしている。

学内の教職員の中には、たとえRITの学部に在籍している学生であっても、聞こえない学生は

みなNTIDに所属していて、アカデミックサポート部門が指導責任をもっているという誤解を持っ

ている人もいる。しかし、聴覚障害学生も他の学生と同様、各学部に所属する一学生であり、彼

らを指導する責任はRITの各学部にある。また自ら学ぶ責任は聴覚障害学生本人にあり、チュー

ターは学生や学部がその責任を果たすために支援を行っているという位置づけを明確にしている。

３．リエゾン・サービス（Liaison Service）
前項に述べたような位置づけを明確にし、各学部が責任を持って聴覚障害学生への指導を行え

るようにするため、サポートファカルティは、聴覚障害学生への直接的な支援・指導だけでなく、

実際に授業を担当している教員への働きかけも行っている。ここでは聴覚障害学生が受けている

授業の担当教員と協力体制を持ちながら、聴覚障害学生が参加しやすい授業の進め方などについ

てアドバイス等を行っている。このような働きかけをリエゾン・サービスという。

また、こうしたサービスを円滑に進め、RITの教職員に対して聴覚障害学生を指導する際のノ

ウハウを伝えていくためにクラスアクト（Class Act）というウェブサイトも用意されている。こ

のサイトは聴覚障害学生に対する指導方法やコミュニケーションの方法、利用可能な支援サービ

スについて情報を得ることができるようになって

おり、世界中から情報を求めてアクセスがなされ

ている。

図1 クラスアクトのサイト
（http://www.rit.edu/̃classact/）
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図1 授業における配慮について語る
聴覚障害学生（動画）
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４．ファカルティー・デベロップメント（Faculty Development; 以下、FD）
教員に対するサポートの1つとして、FDが挙げられる。NTIDにおけるFDの具体的な内容につ

いて、PEPNet全米大会2006のポスター発表で、NTIDのFD担当者シャロン氏から詳細な情報を

得た。

NTIDにおけるＦＤは、当初はNTIDの科学系の学科におけるワークショップという小規模なプ

ロジェクトから始まった。以前は10週間に2回のペースで開催したこともあったが、頻度が高す
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ぎても効果が上がらないことが実証され、現在は年に5回のペースで開催されている。FDには教

職員だけでなく聴覚障害学生も参加し、授業方法についての要望を話すことで、授業場面で具体

的な対応を引き出すことにつながっている。意識の高い学生であるほど、この機会に教員に与え

る影響は大きい。FDの進め方は、教員と学生が合同で、科学、数学など専門分野ごとのグループ

を作って意見を出し合う形となっており、共にディスカッションをすることで、学生と教員がお

互いの立場を理解し、課題の発見や解決に効果を発揮している。

また、これとは別に、新任教職員を対象としたFDとして、さまざまな情報提供や研修も行われ

ている。

FD開催に際しては、参加者をどう集めるかという課題がある。RITの場合、かつてはNTIDの組

織とうまく協同しなかった時期があったものの、サポートファカルティが各学部に入り関係作り

を進めてきたことにより、徐々にFDの意義についても周知されつつある。

また、聴覚障害学生自身が、自分の履修する授業の教員に直接呼びかけて参加をうながすこと

も行っており、大変効果を上げているとのことであった。

このほかに、学長からのトップダウン形式で、FDへの参加をうながすこともある。全学でFD

を推し進める場合にはこのような方法が有効であるが、理解の浸透を急ぐあまり担当者が強引に

物事をおしすすめるのは必ずしも得策ではない。それぞれの大学の特性や状況に応じた方法が必

ずあるはずなので、焦らず確実に広めていくことが肝要であろう。

また、FDに参加しても受動的な姿勢をくずさない教員に対しては、自分から問題意識をもち、

解決方法を明らかにしていくようはたらきかけることが大切である。例えば、クラスアクトのウ

ェブサイトを活用する際には、単に知りたい情報を検索して解決するにとどまるのではなく、直

接サポートファカルティとコンタクトを取ることを勧めている。時には、サポートファカルティ

の側から課題を見つけ、教員へアクセスして解決方法を探ることもある。こまめに連絡を取りな

がら、サポートファカルティと一般の教員との間で関係を作っていくことが、様々な課題の解決

を図るための重要なポイントとのことであった。

イングリッシュ・ピア・チュータリング・サービス（English Peer Tutoring Service）
RITで提供されているチュータリング・サービスについては先に触れたが、このサービスは聴

覚障害学生による聴覚障害学生のためのチュータリング・サービスである。NTID Leaning

Center(NLC)で提供されているサービスだが、アカデミックサポートのひとつとして、ここで紹

介する。1999年に聴覚障害学生からの要望に応えるために開始されたサービスで、ウォーキン

グ・イン・チューターリングとワン・ツー・ワン・マッチペアの2通りがある。ウォーキング・

イン・チューターリングは予約なしでいつでも利用できるサービスで、NLCを訪れた学生に対し

て、担当の聴覚障害学生が対応している。ワン・ツー・ワン・マッチペアでは、コーディネータ

ーが一対一の専任チューターを付けて支援を行う。NTIDは、ピア・チュータリング・サービスを

実施する理由のトップ10として下記の理由を挙げてアピールしている。
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聴覚障害学生がピア・チューターとなるための条件としては、以下があげられる。

① 学業成績得点平均が3，4であること（4が最高点で以下3，2，1，0）

② RITでの全英語過程を優秀な成績で修了していること

③ 2通の推薦状があること

現在は、聴覚障害がありNTIDもしくはRITに所属している10～15人の学生が、フルタイムで

稼動している。チューターとなる学生は、事前に少なくとも５時間の講習を受講することが義務

付けられている。講習内容には、ピア・チューターの役割と義務に関するオリエンテーション、

書記言語に関するチュータリングの方法、読解に関するチュータリングの方法などのトレーニン

グが含まれており、チューターとなってからも、週に一度のチューターズ・ミーティングを開い

て情報交換を行い、問題解決に努めている。

ピア・チュータリング・サービスの評価については、学期ごとにサービスを利用した聴覚障害

学生から調査用紙を回収している。また年に一度、 NLCがオンライン調査による評価を行ってい

る。さらにこれらとは別に、チューターや教員に対してコーディネーターが非公式の意見聴取を

行い、トレーニングプログラムに取り入れるべき事柄などを検討しているとのことである。

（2005年度執筆、2006年度加筆）
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はじめに
RITでは、在籍する聴覚障害学生の学業的成功を支援するため、アクセスサービス、アカデミ

ックサービスに加えて、カウンセリングサービスおよび職業指導に力をいれ、これら4つをCBGS

のメインのサービスとしている。本章では、このうちカウンセリングサービスサービスを取り上

げ、概要を説明する。

カウンセリングサービスの概要
RITにおけるカウンセリングサービスは、各CBGSに設置されたカウンセラーが中心になって

行う。当然のことながら、カウンセラーはすべて手話によるコミュニケーションが可能で、統合

教育環境にある聴覚障害学生に起こりがちな問題について幅広い知識を有している。ちなみに、

NTIDでもカウンセリングサービスは行われているが、RITの学生の場合、聞こえる学生とのコミ

ュニケーションや各学部学科に関連した学業上の問題等、固有

の問題が存在するため、部門としては別に設置しているとのこ

とであった。また、RIT全体にも主に心理カウンセリングを扱

うカウンセリングセンターが設置されており、在籍するすべて

の学生を対象にサービスが行われている。ここにも手話のでき

るカウンセラーが2名配置されており、心理的なケアが必要と

なる場合にはこちらで対応している。そのため、CBGSのカウ

ンセリングサービスでは主に生活上の問題や学業上の相談を中

心的に取り扱っているとのことである。

また、各CBGSにはこれまでに述べてきたノートテイクコーディネーターやファカルティ・チ

ューター等を含む以下の人材が設置されており、それぞれ連携して学生の指導にあたっている。

以前は手話通訳コーディネーターもここに配置されていたが、依頼の量が膨大で、また教員を

含む学内全体に対するサービスが必要になることから、現在は別部門となっている。

カウンセリングサービスの形態
すでに述べたとおり、カウンセリングサービスでは学生の生活上の問題のほか、学業に対する

相談等が行われる。ここで扱われる内容は多岐にわたり、概ね以下のようなものが挙げられる。

ススス第 章5
平井　利明（静岡福祉大学社会福祉学部　教授）

写真1 カウンセリングサービスにつ
いて語るアナ氏（左）右は手話通訳者
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このうち、キャリアDecision Makingワークショップは、週2回（1時間＋2時間）×10週間

（1学期）行われるもので、心理検査等を用いて自分が本当にやりたいことを発見させたり、実際

に勉強してみたいと思う専攻のクラスを見学に行き本当に自分の希望と合っているのか確かめさ

せたりするなど、学生の進路決定に大きな役割を果たしているとのことであった。

相談の内容
個人カウンセリングに持ち込まれる相談はさまざ

まであるが、特徴的なものとして図1のような内容

が挙げられる。

これには、アイデンティティやコミュニケーショ

ンの問題など、聴覚障害学生特有の悩みのほか、学

習に必要な基礎学力に関する問題や、就職に関する

問題などが含まれている。こうした相談に対して、

基本的にはカウンセラーとしてゆっくり耳を傾ける

が、中には「ここに相談すれば何でも解決される」

と思って尋ねてくる例もないわけではない。一例と

して、「学習に対する意欲がなくなったんだ」と言ってきた学生に対して、「意欲」と書いた紙を

渡し、「君の意欲はここにあるじゃないか（笑）。つべこべ言わずに勉強しろ」と激励したエピソ

ードが冗談交じりに語られていたが、時にカウンセラーとして相談を受けながら、時に教員とし

て学生の指導も行う、ちょうどクラス担任のような位置づけになっているように見受けられた。

図1 学生の直面しやすい問題
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写真2
アイデンティティについて話すクリストファ



聴覚障害学生サポートネットワークの構築をめざして

40

（2005年度執筆）
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RITおよびNTIDにおいて職業指導サービスは、アクセスサービス、アカデミックサポートサー

ビス、カウンセリングサービスに並ぶ大きな学生支援サービスの柱のひとつとなっている。本稿

で述べるサービスは、いずれもNTIDを含むRITの学生全体に対して提供されているものであるが、

聴覚障害学生には手話のできる専門の職業カウンセラーが配置されており、聞こえないことから

生じる様々な問題を含めて対応している点で特徴的である。本稿では、RITおよびNTIDの聴覚障

害学生に対して職業指導を行っている2名の担当者のお話を基に、主にRITに在籍する学生に対し

て提供されている職業指導サービスの内容を述べる。なお、お二人はともに職業アドバイザーと

いう立場についており、ジョン氏は、ご自身も聴覚障害がある。

Co-opプログラム
RITにおける就職指導を語る上で欠かせない活動がCo-opプログラムである。これは、大学の

カリキュラムの一貫として長期にわたる現場実習を組み込み、スーパーバイザーの指導の元、実

際に職業人として働く体験を持ちながら、より自分にあった職業を選んでいくためのプログラム

である。通常の大学においても、就職指導の一貫としてインターンシップが取り入れられること

は多いが、RITの場合、卒業するまでに2～4回の現場経験を重ね、この体験を基により実践的な

学習を積み重ねている。すなわち図に示すとおり、大学入学後、はじめの2年間で基礎的な学力

を養い、その後３年間を通して秋・冬・春・夏の4学期を実習と大学での授業を交互に体験する

のである（RITは学士取得プログラムであるが、Co-opプログラムによる長期現場実習をはさむ

ため、5年制の大学になっている）。また、多くの企業で学生は実際に給与をもらいながら、一社

員として職務を遂行することを期待される。そのため、通常の授業においても、就職を身近に意

識しながらより有意義な学習を行うことが可能になっている。

第 章6
平井　利明（静岡福祉大学社会福祉学部　教授）

白澤　麻弓（筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター　准教授）

写真1 プレゼンテーションを行うジョン氏とリンダ氏
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１．就職相談
RITの学生がCo-opプログラムに参加する際には、職業カウンセラーからの手厚い指導を受け

られる。この指導は、大学入学時からスタートする。ここでは卒業後の進路や希望する職種、働

きたい地域等についてヒアリングが行われ、より適切な専門課程を選択するための援助が行われ

る。また、聴覚障害学生に対しては職場で働くにあたって生じるであろうコミュニケーション上

の問題について少し考えさせるような問いかけもなされる。その後、実習期間が始まる2学期前

から、より本格的に職業選択のための指導が行われる形になっている。

また、これらのプログラムはRITに在籍する学生全体の必修プログラムとして位置づけられて

いるものであるが、聴覚障害学生に対しては手話によるコミュニケーションが可能な専門の職業

カウンセラーが8名配置されており、それぞれ情報工学や芸術、科学といった各学部に対応した

専門領域を持ちながら指導にあたっている。彼らは通常の就職指導の他、周りの人々とのコミュ

ニケーションの取り方や、自分自身の聴覚障害を相手に説明し、理解や支援を求めていく方法、

そしてその中で自分を活かし社会的に活躍していく方法などについての指導がなされるとのこと

であった。

今回視察において説明を担当してくださったジョン氏は、自身の学生時代を振り返り、「自分も

Co-opプログラムによって職を得ることになったが、利用し始めた時期が遅かったため、卒業間

近まで「ろう」として自分の聞こえやコミュニケーションの状況を周りにどう説明したらいいの

かわからなかった。」と語っていた。そのため、現在職業カウンセラーとして学生と関わるにあた

って、できるだけ早い時期からこのようなトレーニングを積んでおく重要性を説いているとのこ

とであった。

２．Co-opプログラム内での指導内容
就職にまつわる相談の他、Co-opプログラムでは主に以下のような指導がなされている。

①履歴書・カバーレター（履歴書の内容を補足する添付書類）の書き方に関する指導

自分の能力をアピールするための履歴書の作り方の他、聴覚障害学生に対しては文章や社会性

に関する指導も行われる。

②面接指導

手話通訳を利用する場合や利用しない場合、1

対1の面接やグループ面接等、さまざまな形式に

対応できるよう繰り返し指導を行う。また、模擬

面接場面をビデオに収録し、これを見ながら反省

点について確認したり、RITで作成した面接指導

用のビデオ（手話通訳つき）を用いて面接時の留

意点を指導することもある。さらに、遠く離れた

地域への就職を検討している学生の場合、テレビ

会議システムを用いて面接を行ったり、先方との

やりとりに手話やTTYによるリレーサービスを利用することもあるため、これら技術の利用方法

についても指導を行っている。

図1 Center on Employment のサイト
（http://www.ntid.rit.edu/nce/）
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＜ビデオの一場面＞

面接官：　「他の人と仕事をするときあなたはチームワークをどう思いますか？」

面接学生：「私は、協調的であると思っています。それに私は前向き志向です。コミュニケーシ

ョンに関しても積極的に取り組んでいます。」

面接官：　「私の会社にはろう職員がいないのですが、コミュニケーションに問題はないでしょ

うか？」

面接学生：「私は口話ができます。また、忍耐力があるので、筆談でコミュニケーションをとる

ことも大丈夫だと思います。E-mailアドレスももっているので、会社の人たちとメー

ルのやりとりもできます。ですからろうであることが、この会社で働くことに支障を

きたすことはないと思います。」

面接官：　「どれだけの給与をのぞんでいますか？あなたのポジションはここです。」

面接学生：「あまりお金は関しては関心がありません。」

※面接官はNTIDの職員であえて難しい質問を投げかけ、学生にどこが悪かったのか、どうすれば

良かったのかを考えさせる題材としている。

ちなみに面接時の手話通訳については、基本的に企業側に準備してもらうよう働きかけている

とのことであった。この際、ノウハウのない企業については、学生の教育の一環として自ら企業

に対して具体的な手順等を伝えさせ、企業に働きかけていく練習をさせたり、RITからさまざま

な情報を提供したりしていた。

③ワークショップの開催

聴覚障害のある先輩達がどのように就職し、社会的に活躍しているのかを知るため、卒業生に

よる講演会や、パネルディスカッションを企画し、在校生に対するモデルの提示を行っている。

また、Co-opプログラムを終えた人達が自分の経験について話すワークショップを設け、互いに

どのようにして職場環境を整えていったのかといった情報の交換を行っている。

また、RITが学生に対して提供している求人広告サイトの利用方法についてのワークショップ

も開催されており、自分の手で適切な職業を選択するための援助が行われている。ちなみに、こ

のサイトには学生向けの求人情報の他に、企業の雇用主に向けた聴覚障害に関する基本知識を解

模擬面接のプレゼンテーション

写真2 面接用学習教材の例

模擬面接録画画面
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説するエリアも設けられている。この中には、例えば面接時にどのような配慮をすればいいのか

といった非常に具体的な知識が多数掲載されているとのことであった。

まとめ
Co-opプログラムについての説明の際、終始強調されていたのが、このプログラムはあくまで

も学生が自分にあった職業を選択するための援助をするためのものであって、学生のために仕事

を見つけてあげるものではないということであった。

説明を担当してくださったジョン氏は、Co-opプログラムを受けることがなければ、自分自身

聴覚障害者として必要な支援について周りに説明することもできなかったし、それを自覚するこ

ともなかったと話されていた。また、PEN-Internationalディレクターのデカロ氏は、こうしたシ

ステムを持っていることがRITがNTIDのホスト校として選択された大きな理由のひとつであると

語っていた。このように、さまざまな実体験をもとに学習を繰り返していく教育方法は、聴覚障

害学生の特性にも非常にマッチしており、彼らが自分の能力を活かして社会的に自立するための

大きな一助となっているものと考えられた。

（2005年度執筆、2006年度加筆）
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はじめに
RITには約1000人に及ぶ聴覚障害学生が在籍している。ど

のような聴覚障害学生が、どのような教育を受け、RITに入

学してきたのだろうか。視察初日の夜、聴覚障害学生5名

（男性3名、女性2名）との交流の場をセッティングしていた

だいた。

聴覚障害学生5名の概要

１．出身
RITはアメリカ北部ニューヨーク州に位置するが、学生の出身地はセントルイス、カリフォル

ニア、テキサスと全米に散らばっている。NTIDが聴覚障害学生を対象とした大学として認識さ

れ、相応の教育や支援を求めて入学していることがうかがえる。

２．専攻
コミュニケーション工学、政治、情報工学、芸術、イラストレーションと多様である。

３．大学入学までの教育歴
最初はろう学校で学び、途中から普通学校にメインストリーミングする学生（J.C/C.S/T.M/T.P）

が多く、小学校から高校までを普通学校で過ごした人（C.H）もいる。NTIDを含めて全米的に、

メインストリーミングする学生は7割とのことである。

４．高校までに受けたサポート
アメリカでは、高校までの授業においても、ADAのもとサポート体制が完備されているイメー

ジを抱きがちだが、「いつも手話通訳がついていた」のは2名であった（J.C/C.H）。他の2名は、

「高校1年生のときにロシア人の先生の授業に手話通訳をつけた（T.M）」「デフプログラムの中で

手話に出会い、授業に手話通訳をつけた。やっぱり違う！（T.P）」と何らかのきっかけで通訳を

つけるようになったと述べていた。手話通訳以外では、ＦＭ補聴器をつけた（C.S/T.M）、個別

指導を受けた（J.C/C.S）、板書やOHPを頼りにしていた（T.M）、ノートのコピーをもらってい

た（T.M）、LDクラスで勉強していた（T.P）等と、アメリカにおいても、小中高課程のサポート

は発展段階にあると言えよう。

５．手話習得の時期
手話習得の時期を尋ねた折に、ある学生からは「自分の手話はＡＳＬでなくＳＥＥだが…」と

の答えが返ってきた。ここでは手話の種類にこだわらず、手話習得の時期をうかがった。ろう学

校の寄宿舎で習得した学生（J.C）や、高校入学後習得した学生（T.M）、難聴学級で習得したも

のの小学3年で普通学校に変わってからはストップし、NTID入学後再び使い始めた学生（C.S）

と様々である。例えばT.Mは、両親がエジプト出身のため英語の習得を強く望み、ASLに触れる

ロロロ第 章7
吉川　あゆみ（関東聴覚障害学生サポートセンター　コーディネーター）

写真1 RITで学ぶ聴覚障害学生達
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機会がなかった。近所に聴覚障害学生30名が在籍するデフプログラムのある学校があったもの

の、両親の方針で口話中心の中央ろう学校に通ったとのことである。一方で、C.Hは、耳鼻科の

医師から紹介された教師が家庭訪問し、両親とともに2歳から手話を学んだ。「自分のような、幼

少時から家庭訪問を受けて手話を学ぶ学生には今まで出会ったことがない」とも語っており、稀

有な例と思われる。

６．両親とのコミュニケーション
両親とのコミュニケーション方法については、3名が口話で2名が手話であった。両親の教育方

針が教育歴に大きく影響していることが見てとれる。「最初の（障害を判定した）医師の考えに影

響されるのではないか」との、T.Mのコメントであった。

７．希望する情報保障の手段
もし、高校での情報保障で、文字通訳か手話通訳か選べるとしたらどちらを選ぶか質問した。

「英語で聞きたいから文字通訳（C.H/T.M）」「どちらかと言えば手話通訳。できれば両方。（C.S）」

「状況に応じてどちらにするか変わるだろう（J.C）」との答えである。

８．デフプログラムについて
5名の聴覚障害学生が共通して挙げたものにデフプログラムがある。「学区の中でデフプログラ

ムのある学校を勧められる」「週1回他校から専門の先生が来る（T.M）」「郡の聴覚障害専門コー

ディネーターが来る（J.C）」「小学校に同じ聴覚障害学生が50人いて先生が手話で授業する（C.H）」

「数学のみを普通学級で受ける（C.H）」「音楽、体育、芸術は普通学級で受ける（C.H）」と、実態

はそれぞれ異なる模様である。デフプログラムに積極的に参加していたわけではないものの、数

回にわたる引越し先でデフプログラムのある学校を選んできたという学生もいた（C.H）。また、

デフプログラムを通して手話習得に至った学生もおり（T.P）、デフプログラムが大きな役割を果

たしていると言えよう。小中高の各段階で各地に受け皿が用意されていることが、学校選択の幅

を広げているとも思われる。

（2006年度執筆）

表1．RITの聴覚障害学生5名の概要
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（2004年度執筆）

写真1 RITの学生寮ゾーンの案内板の前で

写真3 廊下のサークルやイベントのポスター 写真4 居室での聴覚障害の寮生と世話係

写真2 NITDの学生寮全景





第2部



はじめに
アメリカでは、障害者教育法（Individuals with Disabilities Education Act）によって3～21

才の障害児・者の教育を受ける権利が保障されており、同時にADA法（Americans with

Disabilities Act）によって高等教育機関を含む公的施設における障害者差別が禁止されている。

こうした法的措置を受け、高等教育機関における聴覚障害学生の機会均等を保障するために行

われている取り組みが、本稿で紹介するPEPNet（The Postsecondary Education Programs

Network）である。

PEPNetとは、先進校において長年培われてきたサポートのノウハウを、全米の各大学・短大

全体へ広め、アメリカにおける聴覚障害学生サポートをより充実させることを目的に設立された

ネットワークである（須藤, 2001）。米国教育省と特殊教育局の援助により運営されており、西

部、中西部、北東部、南部の4地区に置かれた地域センターが中心となって、それぞれ下位ネッ

トワークを構成している。いずれの地域センターも、米国教育省の募集に応じて応募してきた大

学・機関の中から審査を経て決定されているもので、聴覚障害学生支援に先進的な大学・機関内

に設置されている。これらの地域センターは、当初それぞれが独立して運営されるものという想

定で立ち上げられたが、実際には共同して動いた方が効率がいいこともあり、現在の全米を取り

巻くネットワークに発展したとのことであった。

各地域センターの運営やネットワークの活動にかかる費用は、すべて4つの地域センターに投

じられた連邦政府からの補助金によって成り立っており、この額は、各センター年間100万ドル

（約1億2000万円）で、全体では400万ドル（約4億8000万円）にも上る。4つの地域にまたがる

ネットワーク全体の運営に関わる予算（例えばPEPNet全米大会の実施など）は、各地域センタ

ーが補助金の中から出し合う形を取っており、この額は年間約5000ドル（約60万円）とのこと

であった。

こうしたプロジェクトは1996年10月に5年契約で開始されたもので、2006年10月から第3期

目の活動に突入している。この間、サポートの対象の広がりや地域センターを担う大学・機関の

交代、組織形態の変更など活動内容にも変化が生じている。本稿では、3回にわたる視察の結果

得られた情報を基に（2004年～2006年）、特に第2期目のPEPNetの組織体制及び活動内容につ

いて報告する※。

※第3期への移行期にPEPNetやNETACの組織形態には若干の修正が加えられている。最新情報

についてはPEPNetサイト（http://pepnet.org）を参照のこと。

第 章1
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松P 丈（宮城教育大学障害児教育講座　講師）

白澤　麻弓（筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター　准教授）
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Ⅱ．PEPNetの組織と活動

PEPNetは全米をカバーする高等教育機関のネッ

トワークである。日常的な活動は図1に示すような4

地域に分かれて行われており、必要に応じて4地域

の間の情報交換が行われている。それぞれの地域内

には、長年充実したサポートサービスを提供してき

た大学を指定して地域センターが設置されており、

これが各地域ネットワーク全体を統括する形となっ

ている（表1）。同時に、地域全体をカバーするため

のサイトが各地域内に置かれており、統括する地域

の大学に対して各種アドバイスやサポートサービスを提供している。

サイトの多くは聴覚障害学生の受け入れに実績のある大学の障害学生支援センター内に設置さ

れているが、この形態や運営方法については各地域の地域センターに任せられている。そのため、

州ごとにサイトを置いている地域や、数カ所のサイトで地域全体をカバーしている所などいくつ

かの形態が見受けられる。

図1 PEPNetの組織図

表1 PEPNetを構成する4つの地域センター
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地域の各サイトと地域センター、および4つの地域センター

同士はメーリングリスト等を利用して密に連絡が取られてお

り、また年に数回集まって協議するなどして、サポートに必要

な知識や情報を共同で蓄積している。特に、地域センターやサ

イトによって作成された資料が、一元的に管理されているリソ

ースセンター（図2； CSUNのNCOD内に設置）の情報は非常

に豊富で、これを見るだけでも全米をネットワークで結んだ価

値が大きいことがうかがえる。また、4つの地域センターでは、

養成カリキュラムの開発や資料の収集・蓄積等、聴覚障害学生

サポートをより充実させるために必要な研究開発を、お互いに

分担して行うなどの連携作業も行われている。このように、複

数機関が共同でお互いの得意分野を生かしながら効率的に活動

を展開している点は、我が国でも学ぶべき所が大きいだろう。

また、2年に1度各地域センターの持ち回りでPEPNet主催による全米大会が開催されており、

聴覚障害学生支援に関わるありとあらゆる情報がここに集結さ

れていた。PEPNet-Japanでは2004年度大会、2006年度大会

の2回に参加してきたが、いずれも全米各地から高等教育機関

で聴覚障害学生サポートサービスを提供しているサービスコー

ディネーターや通訳者、カウンセラー、聴覚障害学生、ろう教

育関係者、聴覚障害児を持つ両親など、数多くの関係者が訪れ

ており、50件を超えるセッションが繰り広げられる様子はまさ

に圧巻であった。

地域センターの活動─NETACの取り組みを中心に─
全米全域で行われているPEPNetの活動とは別に、大学の問い合わせに対して対応するといっ

た日々の活動は、各地域センターによって行われている。

ここでは、北東地域のNTIDに設置されている地域センターNETAC（現・PEPNet-North East）

の活動について紹介する（図3）。

１．NETACの活動と組織形態
NETACはPEPNetを構成する4つの地域ネットワークの一つで、

NTIDに置かれた地域センター（以下、NETACセンターオフィス）

を中心として活動が行われている。後にも述べるとおり、北東地

区全体にきめ細かなサービスを提供するため、各州にはNETAC

サイトと呼ばれる支部が設置されており、ここに配置されたサイ

トコーディネーターを通して、個々の大学への支援を行っている。

活動の最終的な目的は、「聴覚障害学生の大学進学数を増やし、

定着率および卒業率を高めていくこと」にあり、具体的な活動内

容には以下があげられる。

図2 PEPNetリソースセンター
ホームページ

3500種類を超える冊子が紹介
されており、その多くが無料で
ダウンロードできる

写真1 PEPNet全米大会の様子
（2004年）

図3 NETACサイト
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① 聴覚障害学生に対して：大学に入る機会を増やし、高等教育環境に適応できるようトランジッ

ションのサポートを行う。

② 教職員に対して：聴覚障害学生のニーズや実態を理解し、どのように関わっていくのかを情報

提供・指導・助言を行う。

③ 各大学に対して：聴覚障害学生サポートに関するマテリアルを開発し、大学のニーズやリクエ

ストに応じて提供する。

ただし、サポートの対象は聴覚障害学生自身ではなく、大学で聴覚障害学生支援を担っている

人（例えば支援スタッフ、教職員）である。これは、聴覚障害学生への直接的なサポートは、あ

くまでも大学が主体的に行うものであるとの考えに基づくものであり、聴覚障害学生に手話通訳

を派遣するといった直接的な支援は行われていない。

NETACが提供しているサービスの内容は、表2の通りである。これを見ると、個別大学への相

談・支援と、各大学が利用可能なリソースの開発という大きな二つの柱が設けられていることが

示唆される。

NETACセンターオフィスで働くスタッフは、5名のフルタイムスタッフと数名のパートタイム

スタッフとなっており、これらの内訳は以下の通りである。

・ディレクター（マネージメント統括）

・プロジェクトディレクター

表2 NETACが提供しているサービスの内容
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・プロジェクトアシスタント（プロジェクトディレクターの補佐。NETACサイトコーディネー

ター養成指導に関わるすべての業務を担当）

・テクニカルスタッフ（サーバ運営やデータベース構築）

・プロジェクトアソシエート（ニュースレターの発行など）

・スタッフアシスタント（事務関連、会計）

・C-printスタッフ（アウトリーチトレーニングの補佐）

２．NETACサイトの設置と役割
先に述べたとおり、NETACでは、NETACセンターオフィスと大学の支援担当者の相互連携・

情報交換のネットワークを円滑化させるために、各州ごとにサイトを設置している。これらサイ

トは、各州の中でもより先進的な聴覚障害学生支援体制を持つ大学や機関内に設置されており、

ここで働くスタッフをサイトコーディネーターと呼んでいる。

サイトコーディネーターの多くは、自分の所属する大学・機関の障害学生支援コーディネータ

ーを務めており、週の何時間かをNETACのための活動にあてるなどの勤務形態が取られている。

この際、活動に必要な資金やサイトコーディネーターの給与はすべて地域センターに割り当てら

れた連邦政府の補助金の中から支払われており、各サイトコーディネーターの所属する大学・機

関を通して個人に支払われる形態になっている（ちなみに、各サイトに支払われる予算は、年間

20,000～90,000ドルで、平均すると約40,000ドル程度）。

サイトコーディネーターは、州内の各大学・機関からの相談に応じてさまざまなアドバイスを

行ったり、各地域でワークショップや懇談会を開催したり、必要に応じて大学と専門家をつなぐ

などの活動を行っている。また、現場で支援を行うにあたって必要なリソースのアイディアなど

を地域センターに提案したり、開発されたリソースを用いての感想をフィードバックするなどの

役割も担っている。

３．リソースの開発とその利用
NETACでは、聴覚障害学生支援を円滑に進めるためにさまざまなリソースを開発している。以

下にその一部を紹介する。

・Newsletter

定期的に発行されており、イベント情報や新しいニュース、

Web情報などが掲載されている。紙媒体だけでなく、メー

ル、Webでも配布可能。配布してすぐには活用されなくて

も、しばらくたって何か困ったことがあったときに、これま

でにもらっていたニュースレターを基に、NETACに連絡が

くることも多いとか。

図4 NETACニュースレター
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・Tip Sheets

「聴覚障害」「手話通訳」「ろう文化」など、聴覚障害学

生支援に関わる種々のトピックごとに、必要な知識がま

とめられたリーフレット。それぞれA4両面の1枚にまとめ

られており、必要な情報を手軽に手に入れることができる。

・Faculty Handbook

聴覚障害学生の在籍している授業を受け持つ教員ができ

る配慮の内容をまとめたハンドブック。多くの教員を対象

にインタビューを行い、その中からいい事例を取り上げて

まとめている。例）ろう学生に資料を読む時間を与える

・Online Training

Web上で公開されているコンテンツ。ノートテイカーの

養成プログラム（図6）や聴覚障害学生への指導法を学べ

るサイト（Class Act 第1部第4章参照）、聴覚障害学生に

対してロールモデルを示す目的で作成されたサイト（図7）

などが公開されている。

NETACができた当初は、大学側にこの有効性が伝わっ

ておらず、大学によってはNETACコーディネーターが大

学に来ることを嫌がるような場面もあったとのことであ

る。そのため、上記に示すような有効なリソースを多数開

発し、大学側に提示することで、NETACと関わりを持つ

ことが聴覚障害学生支援体制構築の早道との印象を与えて

いたと話されていた。

５．ネットワークの拡大・定着
NETACが発足した当初は、いかにしてその存在を各大学に知らしめていくかが大きな課題だっ

た。そのため、聴覚障害学生の在籍している大学に出向き、サービスコーディネーターと会って

話をするなど、とても地道な宣伝活動を行っていった。また、既存の聴覚障害関係・障害学生支

援関係の機関・団体とコンタクトをとり、会議等に出向いてNETACの存在を伝えたり、専門家の

力を借りて講演やワークショップをひらくなどして、知名度を上げていったとのことである。

そのほか、現在でもネットワークの定着を目的に表3のような活動が行われている。ただし、

コーディネーターが何より強調していたのは、「どのような手段を尽くすにしろ基本はきちんと会

って話すこと」との点であり、「メールより電話、電話より訪問」とのルールが徹底されている点

では非常に共感を覚えた。

図5 NETAC TipSheets

図6 ノートテイカーオンライン
トレーニング

http://www.netac.rit.edu/onli
nenotetakertraining.html

図7 Achieving Goals
http://www.netac.rit.edu/goals/



聴覚障害学生サポートネットワークの構築をめざして

60

〈注・参考文献〉
1) NTID（2003）FY2002 Annual report. NTID.

2）須藤正彦・大沼直紀・小林正幸・荒木勉・橋本公克・松藤みどり(2001) アメリカの聴覚障

害者の高等教育機関における教育組織と教育内容・方法に関する比較研究. 筑波技術短期大学　テ

クノレポート, 8, .

3）NETAC（2004）Northeast Technical Assistance Center. NETAC.

4）NETAC http://www.netac.rit.edu/index.html

5）NETAC（2004）Northeast Technical Assistance Center Annual report. NETAC

6）PEPNet（2004）Post Secondary Education Programs Network. PEPNet.

7）PEPNet http://www.pepnet.org/

（2004年度執筆、2005年度加筆、2007年再加筆）

表3 NETACにおけるネットワークの定着化を目的とした活動



61

第2部　一般の大学における聴覚障害学生支援の取り組み



聴覚障害学生サポートネットワークの構築をめざして

62



63

第2部　一般の大学における聴覚障害学生支援の取り組み



聴覚障害学生サポートネットワークの構築をめざして

64



65

第2部　一般の大学における聴覚障害学生支援の取り組み

写真1 写真2

写真3
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写真5
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大学の概要
ニューヨーク大学（以下、NYU）は、1831年に設立された

ニューヨーク市内の私立総合大学で、学費も学力レベルも非常

に高いことで知られている。学部と大学院には、それぞれ7つ

の分野が用意されており、全部で2500以上の学科、160のプ

ログラムが提供されている。

マンハッタンの中心部に位置するキャンパスは、一般の大学

のように学部棟や施設が一カ所に集まっているのではなく、周

囲の街並みに溶け込む形で、あちこちに散在して設けられてい

た。一見してどの建物が大学の所有物なのかわからないような

風景であったが、壁にはNYUと書かれた紫色の旗がはためいて

おり、とてもおしゃれな作りが印象的であった。

全体／聴覚障害学生の全学年在籍数
NYUに在籍している学生の総数は39,408人

であり、この割合については、表1に示したと

おりである。

このうち、障害学生の数は、全体で755名、

うち聴覚障害学生が12名（ろう6名、難聴6名）、

割合にして、全学生数の約2％が障害をもつ学

生であるとのことだった。

1998年に入学した学生のうち、学部を卒業して学士を取り、大学院まで進んだ学生（6年間在

籍）の卒業率はNYU全体で80.0%と高い。聴覚障害学生についても、1人を除き全員が卒業して

おり、非常に高い定着率となっていることがわかる。

障害学生支援
１．概要
NYUはこの地域の大学でも、かなり早い時期から障害学生への支援を進めていたことで知られ

ており、1978年には学内に障害学生支援センター（Henry and Lucy Moses Center for

Students with Disability；以下、センター）が設置されている。今では、学習障害や精神障害も

支援の対象としており、聴覚障害学生への支援もこのセンターが中心となって実施している。

聴覚障害学生に対して提供しているサービスは以下の通りであり、こうした内容は、支援対象

の障害ごとに、ハンドブックとしてまとめられており、インターネット上からも閲覧できるよう

第 2

菊池　真里（元群馬大学大学院）

第1節　ニューヨーク大学における聴覚障害学生サポートサービスの概要

写真1 NYUの建物外観

表1 NYUの学生数（2004年度秋学期）
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になっている。

・手話通訳

・ノートテイク

・C-Print

・CART

・その他（FMシステム、お知らせパトラ

イト、電話リレーサービス機器）

２．スタッフ
スタッフは10名（7名フルタイム勤務、3名パートタ

イム勤務）で、うち2人が聴覚障害関係のコーディネー

トを担当しているとのことであった。

【フルタイム勤務】

・ディレクター1名

・コーディネーター5名

・管理スタッフ1名

【パートタイム勤務】

・学生ボランティア3名

視察団へ対しては、2人のスタッフ、パン・ディナー氏とセラ・バードン氏が説明をして下さ

った（写真2）。ディナー氏はコーディネートを担当、バードン氏は聴覚障害学生に対するサービ

スを担当している。2人とも手話通訳士の資格を所有しており、コーディネーターとして支援す

る傍ら、実際に手話通訳者として授業の通訳を行うことも多いとのことであった。

３．支援の実際
実際の支援の様子は以下の通りである。

① 手話通訳

登録人数：27人（うちスタッフ2名）

提供時間：71.5時間／週。99.9％の提供率。

給　　与：手話通訳業務を行うスタッフへの給与3,800ドル（月あたり）。時給に換算すると48

～50ドル。

契　　約：通訳の派遣については、フリーランスで契約を結ぶ方法と、手話通訳者団体に派遣を

依頼する方法の2種類を使い分けている。都心部であるということもありニューヨーク市には手

話通訳者が多く住んでいる。コーディネーターは彼らの技術を見極め、数多くの通訳者の中から

優秀な通訳者を選び抜いて契約を結んでいる。ただし、最終的にどの通訳者を選ぶかは聴覚障害

学生の判断となっており、場合によっては通訳者を交代したり、解雇せざるを得ないこともある。

学力の高い大学で、学習内容がとても専門的であるということも手伝って、聴覚障害学生の通訳

に対する要望は非常に高いが、どこまでをニーズとして受け止め、どこから先を行き過ぎととら

えるか判断に迷うこともあると語られていた。

図1 障害学生支援センター
のHP(上)とガイドブック(右)
http://www.nyu.edu/csd/

写真2 懇談の様子
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② ノートテイク

登録人数：17名

提供時間：75時間／週

給　　与：学期あたり１人に対して100ドル

契　　約：NYUの学生バイトによるノートテイク。授業前にセンターからカーボン紙を渡してお

き、これを用いてノートテイクを行う。授業終了後、カーボン紙によってコピーされたノートを

聴覚障害学生に渡す。コピーする場合もあらかじめノートテイカーにはセンターのコピーカード

を渡しておくので、コピー代はセンターの負担で支払われることになる。

ノートテイクに関する経費には限りがあるので、ノートテイクを利用できる時間も限られてく

る。ノートテイクに対して支出できる費用の金額を、情報保障を受ける聴覚障害学生に伝え、学

生がその金額内で、履修する講義へのノートテイクの割り当てを調整する。ノートテイカーの募

集は、ポスター掲示や口頭で行う。

③ C-Print

現在はCARTを用いているため、C-Printは利用せず。今後要望があれば対応するとのこと。

④ CART

登録人数：７名（スタッフはなし）

提供される時間：38時間／週

給　　与：給与：一時間あたり90～100ドル

特殊なキーボードを使って、授業の発言内容をそのまま一字違わずに記録するシステム。ニュー

ヨーク市周辺では昔から使われてきている方法なので、熟練した入力者を集めやすい。国会や裁

判所の速記者が入力にあたることが多いが、この場合も聴覚障害学生の情報保障ために多少やり

方を変えてもらっている。授業記録はCD-ROMなどで保存され、電子データで受け取ることが出

来る。現在、CARTと手話通訳の要望は半々ぐらいであるが、今後増えていくことも予想される

ため、要望に対応できるよう、入力の技術を持つ人の登録人数を増やさなければならないと話さ

れていた。

４．情報保障にかかる経費
前項にあげた支援手段は、いずれも

人件費の支出をともなうものである

が、NYUでは手段によって予算の負担

部署が異なる形になっている。図2に

この内容を示したが、手話通訳、C-

Print、CARTの入力者への給与は、その学生が在籍する学部の負担となっている。ここでは、一

旦センターが立て替え払いをしたのち、一定期間分をまとめて学部に請求しているとのことであ

った。

これに対し、ノートテイクに関する経費はセンターが負担している。これは、資金の出所が異

なるためである。NYUではノートテイクに関わる費用は、州から大学への補助金を用いている。

図2 情報保障にかかる経費
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しかし、これだけではすべての経費をまかなうことは難しいので、企業からの寄付も募っている。

この際、センターが寄付の申請をするのではなく、聴覚障害学生自ら寄付を募るような試みもし

ているとのことであった。ここでは、聴覚障害学生の大学進学に理解を示し、資金援助をしてく

れそうな企業のリストを聴覚障害学生に渡し、自分の判断でよい企業を選び、手紙やメールなど

で直接援助を依頼している。もちろん、依頼する・しないは本人の意志に任せられているが、こ

うして得られた資金が、ノートテイクにかかる経費にあてられているとのことである。

企業からの資金は一年分まとめて

支給される。年度末には、聴覚障害

学生から援助をしてくれた企業に対

して報告とお礼の手紙が送られる。

引き続き次年度も援助を依頼したい

ときは、その依頼も合わせて申し入

れるという流れになっている。寄付

金額と年数は決まっておらず、場合

によっては寄付が停止することもあ

り得る。

寄付金は申請した本人のノートテ

イク費用にのみ用いられ、残額は学生の学費援助のために利用される。資金の管理と運用はセン

ターが行い、学生が直接ノートテイカーに費用を支払うなどの作業に関わることはない（以上の

資金の流れについては、図3参照）。

５．現在の問題点
聴覚障害学生支援に関わる現在の問題点としては、以下のような内容があげられていた。

① 学生のモラル

聴覚障害学生のニーズにはできるかぎり応えていきたいとは思っているが、行き過ぎた要望に

悩まされることもあるとのことであった。例えば聴覚障害学生の要望に合わせて、情報保障を用

意したが、直前になって他の情報保障手段に変えてほしいとの要望がでるなど。こうした場合、

新たに情報保障者を手配することは難しく、配置が不可能になることも多い。そのため、支援を

受ける側である学生側のモラルと理解を求めていかなければならないと話していた。

② 知的財産権

CARTがつけられた授業には、授業で話された音声情報が文字となって残るが、逐一記録され

た授業内容が聴覚障害学生に提供されるということに抵抗を感じる教員もいるとのことであった。

逆に、この記録をテキスト作成等に利用するためデータがほしいと言ってくる教員もいて理解を

求めるのが大変とのことであった。現在は、CARTのデータはあくまで情報保障の一環として行

われたものであるため、聴覚障害学生本人以外に渡すことはないが､知的財産権の観点からも難し

い問題であると話されていた。

ちなみに、RITではC-Print等で入力されたデータは、積極的に教員にも渡し、チェックを求め

ている。教員が二次利用することも認めており、これも聴覚障害学生に情報保障がつくことの一

つのメリットとしてとらえてくれるのであれば、それでかまわないとの見解を示していた。これ

図3 ノートテイク経費の流れ
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らは大学のポリシーの違いの現れであり、とても興味深い点である。

６．キャンパスを超えた支援
以上は、日常的な聴覚障害学生支援についての内容であったが、このほかに1点海外での情報

保障について大変興味深いお話をうかがった。

NYUではアメリカ国内のキャンパスの他、イギリス、フランス、スペイン，ドイツ，ガーナ，

ハンガリー，イタリアと、世界7カ国にもキャンパスを保有している。これら海外でのキャンパ

スを利用する学生への支援について伺ったところ、今のところグレーゾーンであり、個々の事例

によって判断しているとの返答であった。

しかし、実際には海外での学習に通訳がつけられるケースもあり、ある事例では聴覚障害学生

が一学期間パリに留学した際、フランス語のわかる手話通訳者を一緒に派遣し、情報保障を行っ

たこともあるとのことであった。この学生は国際学部に在籍しており、海外での授業を受けるこ

とが必修とされていたことも大きな理由であったが、ADAなどの、障害者の権利を保障する法律

はもちろんアメリカの国外には効力がない。しかし、NYUの学生である以上、学生が学ぶ場が外

国であっても支援を行うべきであるという考えに立ち、情報保障を実施したとのことである。こ

のほかに、現在イタリアから留学してきている聴覚障害学生もいて、その学生にも必要とする最

大限の支援を行っているとのことであった。

NETACとの関わり
最後にNYUとNETACの関わりについて触れておきたい。

NYUは、障害学生支援の歴史が非常に長い大学で、過去30年もの実績を有している。そのた

め、NETACができた頃にはすでに十分な支援を行っており、NETACから直接アドバイス等を受

けた経験は少ない。しかし、PEPNetが主催する大会などへの出席の際にはNETACから旅費の援

助を受けており、大変助かっている。また、今現在ニューヨーク市近辺には十分なスキルを持っ

たC-Printの入力者がほとんどいないが、今後はその養成も必要だと思っているそうである。その

ためには、NETACで活用されたオンライントレーニングなども非常に有用なので、その際にはい

ろいろと援助を求めたいと思っているとのことであった。

（2005年度執筆）
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ラガーディア大学の概要
ラガーディア大学は、19の大学、学生数21万8000人を擁するニューヨーク市立大学（CUNY;

City University of New York）の中の1校である。2年制のコミュニティーカレッジで、12の学

科があり、卒業と同時に準学士号を取得できるコースのほか、4年制大学へ編入するためのプロ

グラム、生涯教育のコースも備えている。

学生数（2004年度、以下に記すデータに同じ）は、準学士コース9000人、生涯教育コース2

万5000人。このうち、聴覚障害学生の数は、準学士コース31人（ろう者18人、難聴者13人）、

生涯教育コース101人（ろう者80人、難聴者21人）である。

学生の多くが移民者で、その出身は159カ国に及び、110もの言語が使用されている。大学内

ではそれぞれのコミュニティと同様に、ろう者のコミュニティが保たれるよう配慮していると説

明があった。

1971年の大学設立から間もなく1975年にPDA（Program for Deaf Adults；成人ろう者向け

プログラム）が開設されていて、障害学生のサポートの歴史は長い。

ここでは、ラガーディア大学の特色でもある、①サポートサービス、②生涯教育、③手話通訳

養成科、④ＮＥＴＡＣとの関わり、の4点について説明することとする。

サポートサービス
ラガーディア大学に学ぶ学生が、大学内のどのサービスにも平等に参加できる環境を整えるこ

とを理念とし、ろう学生、難聴学生、盲ろう学生を対象にさまざまなサポートサービスが提供さ

れている。項目は他の大学と共通しているが、ラガーディア大学に特徴的な内容をピックアップ

して表1にまとめた。スタッフは19名で、うち常勤スタッフが12名、非常勤スタッフは7名との

ことであった。

生涯教育
ろう・難聴者だけでなく聞こえる学生も対象に実施されており、内容は①学習能力の向上、筆

記・読解力などの技術を向上させるもの　②自己能力を向上させるもの　③手話プログラム、の

３つに分けられる。

このうち、例えば学習能力向上のためのプログラムでは、他国からアメリカに来てコミュニケ

ーション障害に直面している学生に対して、必要なサービスを提供し、大学に入学できる能力を

身に付けるように指導するなどしている。また、高校を卒業していない学生のためには、高校卒

業のテストを再受験し、合格すると大学に入学できるようなプログラムをも提供している。

自己能力の向上のためには、タイピング、コンピュータ技術、運転技術など幅広い内容に加え、

市民権を得るための指導も行っている。

ろう者には、州からの助成金で学ぶことができる制度がある。また聞こえる者でも他に障害が

倉谷　慶子（関東聴覚障害学生サポートセンター　コーディネーター）

第2節　ラガーディア大学における聴覚障害学生サポートサービスの概要
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ある人（例えばアルコール中毒のような科学物質の中毒者）には州から助成金が支払われること

がある。

手話通訳養成科
ラガーディア大学は、ニューヨーク市内にある大学の中でも、最も充実した手話通訳者養成科

を持つことでも知られている。表２には、手話通訳養成科の選考から卒業までの流れと特徴的な

点をまとめた。

NETACとの関わり
ラガーディア大学には、NETACのニューヨークサイトが設置されており、ここで働くサイトコ

ーディネーターがニューヨーク市内の大学に対するアドバイス等を行っている。実はラガーディ

ア大学は、PEPNetプログラム開始時に北東地区の地域センターとして名乗りを上げた大学の一

つである。結果的にはNTIDが選ばれ、ここに地域センターが設置されることはなかったが、こう

した経緯があったこともありNETAC設立時より非常に密接な関係を持って北東地区の支援にあた

っているとのことであった。最近では、ノートテイカー養成のためのオンライントレーニングも

とりいれており、NETACの情報をいち早く学内の支援体制充実に生かしている様子がよくわかっ

た。

６．おわりに
ディスカッションに先立ち、キャンパス内の見学をさせていただいた。学内には二つの劇場

（定員200人と250人）が設置されていて、オリエンテーションや授業の他、講演会や学生演劇部

の公演、外部の演劇公演に利用されているとのことであった。しかもこれらの公演の際にも手話

通訳や字幕、文字によるサポートサービスを提供しているとのことで、その充実ぶりに驚かされ

る。また、廊下の公衆電話にはTTY（Teletypewriter、文字伝送装置）が取り付けられており、

掲示板はもちろんのこと、あちこちに聴覚障害学生のための企画やサービスを目にすることが出

来た。

また見学の最中には、子どもを持つ学生のために設置されている保育園の子どもたちの集団に

も出会った。さらに学外の人向けに解放されている地下のプールでは、年配のご婦人の姿も見受

けられた。出身国だけでなく、年齢も背景も異なるさまざまな人たちが行き交うキャンパスであ

る点が印象深かった。

学長が、歓迎あいさつの冒頭で現在のサポートシステムやスタッフに誇りを持っていると紹介

される様子は印象的だった。同時に、非常に真摯に取り組まれている様子が伝わってきた。「ろ

う・難聴学生が聞こえる学生と等しく成功しているかと言われれば、そうではない。私たちが期

待するほどにはまだ成功していない。だから私たちの理想を実現するために、いろいろと働きか

けを行っているのだ」と語られたことを心に留めておきたい。
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表1 ラガーディア大学におけるサポートサービスの特徴

サービス 特徴
①カウンセリング

②基礎英語

③手話通訳

④ノートテイク

⑤C-PrintとCART

⑥チュータリング

⑦API（Academic
Peer Instruction）

⑧試験の際の配慮

⑨FM補聴システム

⑩字幕

⑪就職支援

長期的な目標や履修科目等の相談を行う。スタッフの中にはろう者がい
て、面談をより有効なものにしている。
CUNYの共通テストのうち、読解力を問う試験の結果が65点以下の学生
は、英語の基礎的な読解力・筆記力を学ぶ授業の履修が義務付けられる。
基礎学力を身につけながら、学生の積極性・自主性に重点を置いた指導
が行われている。
通訳の必要性を重視し、授業はもちろんのこと、教員と1対1で話をする
とき、グループ学習、キャンパス内で行なわれるさまざまなイベント等
にもサービスを提供している。
※実績：スタッフ通訳者 4人、登録通訳者 12人、年間 5,540時間
ノートテイクを担当するのは聴覚障害学生と同じ授業を受講する学生。
2004年夏から、NETACのオンライントレーニングをとり入れ、ろう学
生やろう文化に関した知識を習得したのちにノートテイクを行ってい
る。担当学生には報酬を支払う。
※実績：ノートテイカー 9人、年間 165時間
サービスの提供量をみると、CARTよりもC-Printが多い。CARTは、
教員が話した全ての内容が文字化されることから、より専門的な講義を
受ける学生が好んで利用している。一方C-Printは要約されているので、
打ち出された内容を読むにも時間を取らず、2年制大学である本学学生
の学習能力に合っている、との説明。
C-Printの入力者が少ないので、将来的にはその数を増やしサービスを
拡大する予定。
※実績：C-Print入力者 2人、年間 64時間
学生が担当者と相談のうえサービスを提供する。チューターを担うのは、
手話を習得しそれぞれの分野に長けている人。ほとんどは学士を持ち、
さまざまな分野のチューターが存在する。
特別なチュータープログラムとして用意されている。このプログラムは
健聴学生にも提供されていて、その場合のAPIは、優秀な成績をとって
いる学生がリーダーとなるが、聴覚障害学生APIの多くは学外から雇用
している。それぞれの分野の知識に長けた人が担当し、もちろんコミュ
ニケーション手段は手話である。APIを活用した学生は落第することな
く授業に参加している。
時間延長など、申し出ることで提供するサービス。
聴覚障害以外に学習障害を持つ学生に対して、一般学生の2倍の試験時
間を設けた例が紹介された。
難聴学生に対しては、教員が話している内容が、ジャケットの衿に付け
た小さなマイクを通して学生のレシーバーに大きな音になって伝わる補
助的な機器を利用している。
教室内で必要とされるものは、ビデオテープ、DVDなど。
字幕はろう・難聴学生だけでなく、英語を第二言語とする大勢の留学生
にも有効。
卒業後の求職の方法や履歴書の書き方などを指導している。
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表2 ラガーディア大学手話通訳養成科の特徴

選　考

設　備

資　格

学　費

①出願：書類、小論文、手話表現をしている場面を撮影したビデオの提出
②スクリーニング：ろう者と聴者による提出物の審査
③実技試験：ビデオを見て同時通訳をする、立体的な絵を見てそれを手話で
表すなどの問題を出題。
手話通訳技術だけでなく、手話能力、英語能力も評価する。特にろう文化・
手話に対してどのような姿勢をもっているかを重視している。
志願者は50～60人、最終合格者は10～12人。
州の拠出金でつくられたラボがあり、ASL-英語通訳の訓練に使われている
（写真1）。
例えば手話のビデオやDVDの画面を見ながら、マイクで読み取り通訳の声を
録音するなどして通訳の練習を行う。通訳の見本として録音されたテープも
用意されており、これと比べることで学習が可能になっている。
同様に音声を聞いてASLでの通訳を行い、これを録画して見直したり、見本
ビデオと比べることも可能。
机や照明の配置、パソコンソフト等についても学習の効果をあげるように工
夫されている。
手話通訳養成科の学生は、まず準学士の取得が必要。資格については二つの
選択肢がある。
一つは、手話通訳養成科で2年間学び資格を取得、もう一つは、2年間の学習
後に提携しているエンパイヤーステイトカレッジに編入し学士を取得。
学生はRID（The Registry of Interpreter for the Deaf）が実施する資格
試験を受験する。その際の受験料は大学が負担し、卒業後も職業として手話
関係に携わっていくことが出来るように配慮している。
州の援助により学費は無料。
そのかわり、卒業後は、在籍年数1年につき年間1,200時間の病院など通訳を
必要とする場へ派遣され働くことが義務づけられている。
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写真1 ラボ。ビデオやDVDを利用した学習
ができる。ブースを仕切る壁は可動式になっ
ている。

写真3 基礎英語。壁に投影されているのはテ
キスト。

写真2 掲示板の一角にろう者に呼びかける情
報コーナーがある。

写真4 TTYつきの公衆電話

（2005年度執筆）
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ハンター大学の概要
ハンター大学は、1870年に創立された市立大学で、ラガーディア大学と同じCUNY（City

University of New York）の19大学のうちのひとつである。都市にあるおしゃれな大学といった

イメージで、55学部・学科を有し、70もの分野で修士号を発行している。18歳から87歳まで2

万人の学生が在学しており、そのうち障害学生の数は約600名に達する。また、留学生の数も非

常に多く、140カ国から100語の母語を話す学生達が留学にきている。

障害学生のうち、ろう学生は17名、難聴学生は15名在学している。この数は、ラガーディア

大学に次いで多いもので、市内でも非常に多くの聴覚障害学生を受け入れている大学のひとつと

言える。

障害学生への支援は、キャンパスの一角にあるOffice for Access and Accommodationが中

心に行っており、この中には聴覚障害学生支援を専門に扱うコーディネーターも設置されていた。

あいさつの中から
はじめに学長、副学長、学生支援部ディレクターの3人の方々からあいさつを受けた。3人と

も、大学で実施している障害学生支援の活動を、とても誇りにしていると語られており、大学と

しても、積極的に障害学生を受け入れ支援していることに、自信があふれている様子が伝わって

きた。

さらに印象的だったのは、学長が一番の問題点としてコストの問題をあげられたことであった。

市立大学のシステムの中で、目指すサービスを実施しようとすると、与えられる以上の予算が必

要になる。そのため、助成金の額をあげるために、資料や情報を集め、交渉を続けているという

のだ。日本では、どちらかというと、理念や障害学生に対する思いが先行することが多く、コス

ト問題を後回しにして、結果として予算が無いからできないという議論になってしまいがちであ

るが、学長が先頭切って財源獲得に動いていることに、本気でこの活動を充実させようとしてい

る姿勢がうかがえた。

また、障害学生へのサービスといっても、一律のことをしておけばよいということではなく、

障害学生一人ひとりに合わせた多様なサービスを提供していることが強調されていた。大学が提

供するサービスに学生があわせるのではなく、障害学生一人ひとりのニーズにあったサービスを

提供していて、そのことは、学内で障害学生が一般学生となんらかわることのない学生生活を送

っていることからも見て取れるというのである。

また、聴覚障害学生にかかわっていくということは、単に通訳のサービスを提供するというだ

けではなく、その背景にある文化的なことも踏まえて理解することなのだとも語られていた。そ

して、障害学生支援は個人が担うものではなく、チームで対応するものだと。そのためには、ひ

とりが得た情報をみんなでシェアーすることが重要であり、ニューヨークの障害学生支援コーデ

ィネーターたちは、いつもそのようにして、情報交流をしているとのことであった。

藤井　克美（日本福祉大学障害学生支援センター　教授）

第3節　ハンター大学における聴覚障害学生サポートサービスの概要
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Office for Access ＆ Accommodationsの活動
障害学生へのサービス提供は、Office for Access ＆ Accommodations（以下、支援オフィ

ス）の活動として行われている。支援オフィスは、学生生活センターの中に位置づけられており、

一般の学生に対する就職支援や保健管理、アカデミックアドバイス、成績不振の学生に対する支

援等と並んで重要な大学の役割とされている。

支援を受ける学生は、医療機関からの診断書（セラピストの証明書、薬の副作用があればその

対処法など）を添えて、登録手続きを行う。以下は、支援オフィスが実施している聴覚障害学生

支援の概要である。

１．聴覚障害学生支援プログラムの設立と現在に至る経緯
ハンター大学には聴覚障害学生支援を専門に担当するコーディネーターが2名配属されている

が、こうした専門のコーディネーターがいなかった1980年代には、聴覚障害学生は2～5名しか

在籍していなかった。当時、支援オフィスのスタッフとしては、障害全体を担当するカウンセラ

ーがいたのみで、手話通訳やノートテイクも外部からの派遣に頼っていた状態であった。

1997年現在の聴覚障害学生支援コーディネーターを努めるDane氏がパートタイムで勤務を開

始。当時は障害全般を対象としたカウンセラーという位置づけであったが、手話ができるという

ことで、主に聴覚障害学生を担当していた。このころ、聴覚障害学生の数は7名。手話通訳等は

引き続き外部の派遣を利用するという状況であった。

その後、徐々に聴覚障害学生への支援が充実していき、Dane氏がその専属スタッフとして働く

ようになって、現在は29名の聴覚障害学生が在籍するに至っている。フルタイムのスタッフは

Dane氏を含む2名で、この他に3名の手話通訳スタッフが週20～25時間の非常勤で勤務してい

る。また、登録手話通訳者も16名おり、派遣内容に応じて非常勤の手話通訳スタッフと登録手話

通訳者を使い分けているとのことである。

Dane氏曰く、97年当初は市からの少ない予算の中で手話通訳等の経費をまかなっていたが、

すべて外部の派遣を利用していたため、非常に無駄が多かったとのことである。そのため、予算

を見直し、3名のスタッフ通訳者を雇用することで、今までの3分の1の金額で手話通訳を行うこ

とができた。こうしてできた予算の余裕分をノートテイクなど他のサービスに充てることで、サ

ービス全体が充実し、聴覚障害学生もたくさん集まるようになったとの話であった。

２．サービス内容
聴覚障害学生への種々のサービスは、「聴覚障害学生を含むすべての学生に対して教育への平等

なアクセスを保障すること」、そして「聾や難聴の学生が十分な専門教育を受けられる環境を作る

こと」、さらには「大学や一般学生に対して、ろう文化に対する理解をうながすこと」等を目的に

実施されている。

サービスの内容は、基本的には聴覚障害学生がゼミや講義、試験などにきちんと参加すること

を保障するために提供される。この中には、手話通訳やノートテイクの派遣はもちろん、学業や

就職に関するカウンセリングを行ったり、チュータリングサービスを提供するなどが含まれる。

また、授業における支援サービスを前もって準備できるよう、聴覚障害学生には授業の履修登
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録を優先的にできるような体制を取っている。通年の授業では2ヶ月前に履修登録できる形にし

ており、必要に応じて同じ専攻の学生を聴覚障害学生の取っている授業に集めるなどの手配もし

ている。第一言語が英語でない聴覚障害学生に対しては、テストの代替え処置や時間延長なども

行っており、その他、TipSheet等を利用して学部の先生方に配慮を求めたり、難聴の学生には

FM補聴器の貸与などをしているとのことであった。

ちなみに、ノートテイクは学生による支援となっており、4段階評価の3.5以上の成績を取って

いる学生に依頼している。ノートテイカーとして登録する際には、自分の取ったノートのサンプ

ルを提出してもらい、きちんと信頼できるかどうかをチェックしている。また、大学院生につい

ては同じ専攻の学生の方が質が高いため、聴覚障害学生と同じ授業を取っている学生の中から優

秀な学生を選んで依頼する形にしている。養成講座は実施せず、オリエンテーションのみで対応

する形になっているが、今後はNETACのオンライントレーニングなども活用していきたいとのお

話であった。

また、サービスの提供は基本的に本人からの要望に基づくものであるが、自分の障害を表に出

したがらない学生もいる。そのため、アウトリーチプログラムとして、とにかくこちらからさま

ざまな形での情報提供を行い、障害学生自身がオフィスに来てくれるような環境を作っている。

例えば、支援オフィスの存在やサービス内容をダイレクトメールで伝えたり、この大学には

600人もの障害学生がいることを知らせ、孤独感を感じなくてもよいということを知らせるなど

である。特に、周囲から見えない障害の学生については、こういう傾向が強く、聴覚障害学生の

中でも手話を利用しない学生だとか、うつ病、学習障害の場合、なかなか支援を求めてこないこ

とがある。そのため、目が悪くなったらお医者さんに行くように、何かあったら支援オフィスを

訪れてほしいとアドバイスしている。

３．財政基盤
障害学生支援に関わる財政基盤は3つある。1つは州からの配分、2つには職業的リハビリテー

ション（VESID、VR）予算からで年間4万ドル程度、3つにはハンター大学の独自予算からの支

出である。

州からの配分は当初11万ドル程度であったが、CUNYが力を合わせて障害学生支援の必要性を

訴えてきたことから、現在は25万ドル程度に上がってきている。これら予算は、はじめCUNYを

構成する大学の代表者が全体で協力して州に要求した後、今度はCUNY内で獲得した予算をどの

ように各大学に配分するか決定する形になっている。

４．聴覚障害学生の在籍分野と進路
聴覚障害学生が在籍している学部は、社会学、メディア、哲学、数学、マスコミ、歴史学、英

語など多様である。大学院では、ソーシャルワークやろう教育を専攻している学生が多く、社会

人の学生も多数含まれている。学部卒業生のうち、20％が修士課程へ進学し、80％が、社会的

なサービスや教育分野、マスメディア関係等の仕事をしている。
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５．その他
授業の一貫で海外で勉強するプログラムがあり、聴覚障害学生が参加する時には手話通訳を派

遣している。ただし、個人で留学する場合には、ハンター大学の授業と認められないため、派遣

は行っていない。

また、ろうや難聴者のクラブも多数あり、交流会やパーティなどが開催されている。

６．NETACとの関わり
聴覚障害学生支援プログラムが開設された当初は、NETACに限らず有用な情報はとにかくたく

さん集めて活用していたが、中でもNETACのネットワーキングサービス（障害学生支援コーディ

ネーターと種々の専門家をつなぐサービス）は1人でハンター大学内の聴覚障害学生支援を担当

していた自分にとっては有用であった。

また、聴覚障害学生支援に関するいろいろな講座やワークショップ関する情報、最新のリサー

チ情報や先端技術についての情報もNETACから得ることができたと語られていた。

おわりに
Dane氏のお話からは、支援オフィスの障害学生に対するサービスを充実させようという意気込

みと、それを積極的に進めていることに対する誇りを感じさせられた。もちろん、ADA法の役割

や、州などからの財源も重要であるが、これと同時にNETACなど各方面と連携をとりつつ、意気

込みを持って働いているスタッフの心意気があればこその支援体制であると感じさせられた。

（2005年度執筆）
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ニューヨーク州内4大学の在学生・卒業生6名によるパネルディスカッションでは、サービスを

利用する立場から、現状や課題を聞くことができた。以下にこの記録を掲載する。

ミノルさん／ＲＩＴ卒業。日本出身。

ケリーさん／ＮＴＩＤからラガーディア大学に編入。ジャマイカ出身。15歳の時にアメリカへ。

法律関係を専攻。

エマニエルさん／ニューヨーク大学卒業。ヨーロッパ史専攻。

ジョーンさん／ＮＴＩＤからラガーディア大学に編入。両親は中国からの移民者でアメリカ生ま

れ。ろう学校卒業。コンピュータ科学専攻。

スラバニアさん／ハンター大学卒業。ロシア

出身。社会学専攻心理学副専攻。

リチャードさん／ハンター大学院生。ろう者

と難聴者のためのプログラムに所属。

司会：ディズリーさん／NETACサイトコー

ディネーター（右写真中央左に立っている女性）

倉谷　慶子（関東聴覚障害学生サポートセンター　コーディネーター）

写真1 パネラー（上写真、左から順に）

写真2 ディスカッションの様子（司会の左側2人が日本手話通訳者、その手前
の2人がＡＳＬ通訳者、一番手前の後ろ向き2人が英語・日本語音声通訳者）

第4節　ニューヨーク州４大学で学ぶ聴覚障害学生の声
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司会／これまで皆さんが受けてきたサポートサービスについて話してください。
リチャード／以前マーフィーカレッジで、通訳などのサービスを使って行動科学を学び、その後

現在の大学院に移りサポートサービスを受けている。

スラバニア／ロシアから初めてアメリカに来たとき、私には言語がなかったので助けが必要だっ

た。ラガーディア大学に入り、2年間で準学士を取得する間にチューターの使い方、ノートテイ

クの使い方、通訳の使い方なども学んだ。その後ハンター大学で学士の勉強をした。卒業後に仕

事を得ることもできて、すばらしい経験をした。

司会／アメリカに来たときに言語がないといっていたが、それはどういう意味ですか？

スラバニア／ロシア語とロシア語の手話は知っていたが、英語とアメリカ手話は知らなかったの

で、いってみれば言語がなかった。

ミノル／手話通訳の場合、講義内容だけでなく、文字だけでは伝わらない先生の表情や感情が伝

わってきた。

エマニエル／ニューヨーク大学では、チューターや通訳、ノートテイクなどのサービスを受けた。

私の場合特別なコースでパリに行くことになり、フランス語とＡＳＬが出来る通訳者が必要にな

った。ろう学生一人一人のニーズは異なっていると思う。

ケリー／私の場合、大学に入学してクラスの中でろう者は私一人という立場になり、初めて情報

が間接的に伝わってくる状況に置かれた。そこで初めて通訳の使い方を学び、サービスを受ける

ようになった。

ジョーン／高校を卒業後先ずＮＴＩＤに入ったが満足できなかった。ラガーディア大学はろう者

に対するサポートプログラムがしっかりしているので満足している。

司会／メインストリーミングの大学で学ぶにあたり、最大の課題は何ですか？
エマニエル／①直接的なコミュニケーションが取れるか取れないかが一番のチャレンジ。②通訳

を介して外国語を学ぶこと。

スラバニア／ロシアの大学ではファッションを学んだが、サポートはなく孤独だった。アメリカ

に来ていろいろなサービスがあることを初めて知った。健聴の学生と一緒に参加できるようにな

り、平等になったことが一番大きなこと。

ミノル／ＲＩＴにはろう学生が大勢いるので安心できると思っていたが、通訳を頼むことが差別

的に見られることがあった。

ケリー／ジャマイカの手話はＢＳＬだが、アメリカに来てＡＳＬを２カ月で習得することでサー

ビスを受けることが出来るようになった。

リチャード／聴覚障害のことを教員に理解してもらうためには、私が説明しなければならなかっ

た。

ジョーン／ラガーディア大学では、手話を知らない先生とのコミュニケーションが問題。早口で

あったり、通訳の際のタイムラグなど、通訳者、教員、皆忍耐が必要だ。
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司会／クラス以外のカリキュラムなどで、ろう学生同志が交流する機会はあります
か？
ケリー／大学内のろう者のＡＳＬクラブに参加している。

スラバニア／大学時代は組織の代表だった。

エマニエル／手話を知らない教員や友人にＡＳＬを教えた。

リチャード／地域貢献をするクラブで活動し、またＡＳＬを教えている。

ミノル／一昨年「ろう国際学生協会（ＤＩＳＡ）」を立上げた。

ジョーン／メトロポリタンろう協会に参加。

司会／それぞれの大学で一番良いところは？
ケリー／チャレンジ、多様性。

スラバニア／健聴者と平等であること。

ジョーン／通訳を介して健聴者とコミュニケーションが出来て、学んだことは多い。

エマニエル／ギャローデット大学で自分自身が成長、ニューヨーク大学で学力が成長した。

リチャード／①ギャローデット大学。手話の様々なスタイルを知った。②ＮＴＩＤ。テクニカル

の勉強をして、世の中を知った。③マーシー大学。「ろう文化」や自分のことについて講演をし

た。

ミノル／学力を高めること、ろう学生との交流、卒業後のネットワーク作り、を実現した。

ケリー／ろうであることを講演すること。

司会／サポートサービスを始めた大学に対するアドバイスは？
ジョーン／①通訳を多数雇ってほしい。②通訳の質の向上、柔軟性をもってスケジュール対応を

してほしい。③音声認識などの技術で情報を補うこと。

ミノル／ろう学生が満足しているのかどうか確認していく必要がある。

ケリー／通訳をしっかり評価すること。数の増加と同時に質の向上。

スラバニア／ＡＳＬ通訳やチューターだけでなく、点字やテキストの拡大など、盲ろう学生に対

応したサポートサービスが必要。

エマニエル／コミュニケーションの促進やろう学生のニーズに合わせた通訳との適合。皆、多様

な経歴を持っているので文化への配慮やニーズに対応していくことが重要だと思う。また、問題

が生じたときの通訳者の役割。

スラバニア／通訳の派遣はコーディネーターに依頼したので、通訳と学生が授業にスムーズに入

れるように配慮してくれた。

リチャード／①いろいろな障害者がアクセス出来るサービスがあることが必要ではないか。②大

学にろうプログラムを設けているところでは教員の人選に配慮が必要。例えばハンター大学には

ろうプログラムがあるので「ろう教員」を雇用すること。また通訳が足りない事態にはきちんと

雇用することを要望する。
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司会／ありがとうございました。

（2005年度執筆）

写真3 ピザパーティーの様子
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はじめに
アメリカは、障害者への差別を禁止する法律を作った国家として有名である。この法律のおか

げで、アメリカにおける聴覚障害者の高等教育支援が、日本よりも数十年早く進歩した。ここで

は、高等教育支援の発展の契機となった主な法律として、障害を持つアメリカ人法とリハビリテ

ーション法 第504条の2つをとりあげ、以下、それぞれの法律の概要と、両者の法律の特色の違

いを紹介する。

障害を持つアメリカ人法（ADA：Americans with Disabilities Act）
1990年に制定されたADAは、障害者への差別を禁じ、機会平等を保証している。ADAは、①

雇用における差別禁止、②不特定多数の集まる公共的施設における差別禁止、③交通機関におけ

る差別禁止、④聴覚障害者の相互通信に使われているTDDに対するリレーサービスの4章で構成

されている。

同年7月26日に、ブッシュ大統領が、多くの障害者や関係者が出席したセレモニーでこのADA

制定に関する署名を行ったことにより、全てのアメリカ人は、「これからは、障害という理由で差

別することが違法なのだ」ということを知ることになった。障害者自身も、紛れもなく自分はア

メリカ人としての公民権を持っているのだ、と誇りを持って公言することができるようになった。

ただし、公民権法であるADAは、福祉法でも保護法でもないため、あらゆる障害者をカバーし

ているとは限らないことがある。たとえば、雇用においてはそこでの差別禁止が適用される障害

者は、その仕事において中心となる業務内容を満たす能力を持っている者に限られている。つま

り、その能力を持つ障害者(ADAでは、「有資格障害者」とよぶ)であれば、雇用上の差別を除去し

てもらうことはできるが、そうでない場合は残念なことにADAが適用されない。いわば、ADAと

いうのは、有資格障害者を優先した差別禁止法とも言え、重度の脳性マヒを持つ者、要介護高齢

者などはその対象除外とされるということになってしまう。まさに、アメリカが資本追求の経済

論理・能力主義国家であるからこそ、これを反映した法律「ADA」が誕生したのだろうと思われ

る。ゆえに、ADAは、すべての障害者にとって100%完璧かつ充分な法律ではなく、今後も改善

が必要とされる発展途中の法律である。

リハビリテーション法 第504条(The Section 504 of the Rehabilitation Act)
この法律は、1973年にアメリカで初めて制定された障害者差別禁止法として有名である。そ

の法律では、「…単に障害者という理由で、連邦政府からの財政的援助を伴う施策・事業への参加

において排除されたり、その利益を享受することを拒否されたり、ないしは差別されてはならな

い」と明記している。連邦政府直営や政府から助成金を受けている諸機関・諸事業 (具体的には、

教育・医療・福祉・公共施設などの公的・行政サービスの事業部門) における障害者差別を禁止

している。教育分野では、大学も当然含まれている。
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第 章1
松P 丈（宮城教育大学障害児教育講座　講師）
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アメリカで聴覚障害者の高等教育が日本よりも数十年早く発展したのは、その第504条による

ところが大きい。なぜなら、聴覚情報を獲得することが困難な聴覚障害学生にとっては、入学、

学業、学生生活において音声を中心に行われることは明らかに不利益を被ることになり、それは

差別とみなされ、連邦政府からの補助金がカットされるからである。アメリカの教育省は、この

第504条に基づいて、「高等教育における障害者差別の禁止に関する施行規則」を作った。同規則

の実施によって、カリフォルニア大学における聴覚障害学生数が1980年～1990年の間に52名か

ら139名へ3倍も増加した。このように、聴覚障害学生のいる大学すべてに、手話通訳などの情

報保障が義務づけられ、設備やサービスの不備を理由に受け入れを拒否するケースが激減してい

ったのである。

ちなみに、第504条は、ADAのひな型として活躍した。実は第504条に、教育上の差別を禁止

する際、連邦政府から補助金を受けている諸機関・諸事業にしか適用できないという問題が指摘

されていた。つまり、それ以外の諸機関 (企業や私立学校) などで差別が生じても適用されなか

ったのである。したがって、前述のADAは、第504条の問題点を解消し、かつ法律の適用範囲を

さらに雇用関係、民間事業者、情報通信サービスまでに拡張した法律ということがいえる。

図1 ADA法について解説したハンドブック
ADA法が正しく理解され活用されるように、聴覚障害学生やサービスコー
ディネーター、雇用主等を対象としたハンドブックも多数作成されている。
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表1 リハビリテーション法第504条と障害を持つアメリカ人法の比較

目標（役割）

障害の定義

保護

サービス

財源

リハビリテーション法　第504条
Section 504
連邦政府の財政的援助を受けている政
府機関、教育機関などの公共施設に，
障害のある人がメインストリームされ
るように最大限の可能性と機会を供給
するように求める
障害（disability）のある人
①身体的または精神的に障害（impair-
ment）を持ち、生活において1つま
たはそれ以上の活動制限を伴ってい
る場合

②以上のような障害（impairment）
を持っていた場合

③障害（impairment）を持っている
とみなされる場合

障害（disability）のある人が教育上
の差別を受けないように保護する
通常学校におけるプログラム及びサー
ビスにおいて多数の構成員から特定の
生徒に及ぼすようなバリアを除去する
学校に対して、生徒の障害（disability）
に基づいて差別せず、かつ適切な調和
を図るように要求するが、そのために
新たに行う支援サービスや補助・援助
について財政的援助を行うことはない

障害を持つアメリカ人法
ADA
504条が対象とした範囲を広げて、連
邦政府の援助を受けているかに関係な
く、雇用、私立も含む教育機関、交通
機関、聴覚障害者のテレコミュニケー
ションの4点を新たに加える。

504条が定めた障害の定義とは本質的
に同じであるが、HIV（ヒト免疫不全
ウイルス）、伝染性、非伝染性の病気
を持つ人も障害のある人のなかに含め
る

同左

同左

同左
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アメリカの教育システム
まず、アメリカの一般的な教育システムを紹介する。

初等・中等教育では、日本と同じ6年（小学校）－3年（中学校）－3年（高校）制で行う州も

あるが、むしろ5－3－4制の方が標準的である。この他にも6－6制、8－4制などが採用されてい

る（図1参照）。高等教育が高校終了以降の教育のことを指すのは日本と同じである。

高等教育では、大学学部と大学院のシステムは日本と同じだが、唯一日本にはないシステムが

1つある。それは、2年制大学であるコミュニティ・カレッジで、日本の短期大学との主な共通点

は、卒業と同時に準学士号を取得すること、準学士には専門分野において学士号が与えられるプ

ログラムと、4年制大学へ編入するためのプログラムがあること。一方、日本の短期大学と異な

っているのは、地域住民対象の生涯教育コース、高校課程コースに加えて、成人の聴覚障害者の

ための特別プログラムも提供されていること。しかも、希望すれば、年齢や障害に関係なく全員

入学できる。地元にある場合は、無試験で入学が許可される場合もあるときく。

第 章2
松P 丈（宮城教育大学障害児教育講座　講師）

図1
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ろう教育の形態
次に、聴覚障害児童生徒を対象にしたろう教育システムについて紹介する。初等・中等教育に

おけるろう教育の形態については、次のように4つの主要な選択肢がある。

１．寄宿制聾学校
日本における寄宿舎のある聾学校と同じである。これらの学校のほとんどが週末に生徒たちを

家で家族たちと過ごさせる計画を立てているが、残りの時間はすべて寄宿させている。近隣に居

住している生徒は、通学生としてこれらの寄宿制聾学校へ通学している場合もある。

２．通学制聾学校プログラム
このプログラムの聴覚障害生徒は、年少の聴覚障害生徒たちだけが通う聾学校に行き、午後は

他の学校の子どもたちのように家に帰る。

３．固定制特殊学級
地域にある公立学校の多くが、聴覚障害生徒に特殊学級を提供している。このプログラムのも

とで聴覚障害生徒は体育や美術の時間に健聴の生徒と一緒に勉強する、あるいはある学級では通

訳士とともにメインストリームされる場合がある。これらのプログラムを行うのに、ふつうは、

健聴の生徒と一緒のクラスでの聴覚障害の生徒の情報保障を助けるためにリソースルーム（通級

指導教室）が用意されている。

４．通常学級
メインストリーミングともいい、聴覚障害生徒は1日中かあるいは1日のほとんどを健聴生徒の

いる通常学級で過ごす。通訳士やチューター、リソースルーム教師が用意されることもある。

高等教育におけるろう教育については、職業訓練プログラムを選択するか、通常の大学ないし

ギャローデット大学や、アメリカ聾工科大学（NITD）のように聴覚障害者のための大学に進学す

ることを目的とする大学進学コースを選択する。さらに、前述したように、成人の聴覚障害者に

対する特別プログラムを備えた多くのコミュニティ・カレッジや専門学校もある。

ろう教育における言語指導
聴覚障害児は音声言語を自然に獲得することが難しいため、音声言語を身につけるための言語

指導が行われる。アメリカの場合、聴覚障害児に対する言語指導方法について、最近の調査研究

の報告によれば、ASL (American Sign Language) を第一言語として獲得し、それを基盤に書

記英語を習得するバイリンガル・バイカルチュラルアプローチが、全米の聾学校の半数以上で行

われている。それに次いで、口話併用手話 (Sign With Speech)、ASL、聴覚口話、キュード・

スピーチを導入している聾学校がある。

長年、聴覚口話法およびトータル・コミュニケーションによる言語指導法が実践されてきたが、

現実は、この指導法を受けた聴覚障害者の発音、読み書き能力、学力のいずれも、同年齢の聴者
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の平均能力より低い傾向があることが、多くの調査研究によって明らかにされている。

一方で、1960年代から、手話言語学や手話言語発達研究が台頭することにより、手話 (ASL)

は、音声言語に共通する言語構造を持ちながらも、かつ手指動作と非手指動作 (首振り・頷き・

体の傾きなど) の組み合わせによって、言語要素の空間的な配列も行うという複雑な体系を有し

ていることがわかってきた。こうして、言語学者や教育者の間で、乳幼児期から自然言語として

の手話を獲得すること、それを前提に第二言語として音声言語（主に読み書き能力）を習得する

ための認知能力、社会性、アイデンティティを育てていくことが重要であると認識されるように

なった。そして1990年代から、聴覚口話法とトータル・コミュニケーションに変わる新たな教

育的アプローチとして、バイリンガル・バイカルチュラルアプローチが台頭しはじめた。

現在では、聴覚障害児に対するバイリンガル教育の成果として、第一言語としての手話獲得は

第二言語の読み書き能力と学力の習得に有効に働いていること、かつ同年齢の聴児と同等あるい

はそれ以上の力を身につけることを可能にしているという報告がなされている。ところで、この

成果報告によって、聴覚口話、口話併用手話、キュード・スピーチなどの言語指導方法が排除さ

れるべき対象になったというわけではない。最近は、第一言語として手話を充分に獲得すること

を前提とした上で、音声言語の読み書きを習得させるための手段として、聴覚口話、口話併用手

話、キュード・スピーチなどの指導方法がどれほどの効果を持っているのかについて見直す必要

性が指摘されるようになり、調査研究が行われている。

このように、アメリカのろう教育の現状は、手話と音声言語の読み書き能力の両方ともきちん

と身につけるためにバイリンガル教育を中心に行っていきつつある一方で、これまで行われてき

た聴覚口話や口話併用手話などの指導方法はバイリンガルろう教育の枠組みの中でどれほどの効

果を持っているかを見直していく段階にあるといえる。

（2004年度執筆）
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アメリカにおける聴覚障害学生サポートについて討議する際に押さえておくべき背景知識とし

て、アメリカにおける手話通訳事情があげられよう。ADA法により高等教育機関をはじめとする

公的な機関では、聴覚障害者の要望に応じて手話通訳者を配置しなければならないと規定されて

いる点が、本稿ではこうした通訳制度を支える手話通訳の資格認定の方法や養成、身分保障等に

ついて概観することとする。

手話通訳資格
我が国で発行されている手話通訳の資格には、厚生労働大臣の公認資格である「手話通訳士」

資格と、各県が発行する「手話通訳者」資格、市が発行する「手話奉仕員」資格の大きく分けて

3つが存在する。このうち、手話通訳士資格については、年に1回東京と大阪の2会場（筆記試験

は東京、大阪、熊本の3会場）で統一試験が実施される全国共通資格となっているが、県・市レ

ベルの資格については、現在一部統一の動きは見られるものの、現時点では地域によって名称や

難易度が異なる。そのため、手話通訳の技術レベルを論じる上で共通の基準として用いることが

できる資格は、実質的には手話通訳士資格のみとなっている。

これに対し、アメリカでは全米の統一基準として個人の持っている通訳技術のレベルや専門分

野におけるさまざまな技量等を細かく判定し、認定を行っているため、一つの機関が複数の通訳

資格を発行している状況にある。このうち最も知名度が高く、ちょうど日本における手話通訳士

資格のように、一般的に周知されているのが「全米手話通訳者登録協会（The Registry of

Interpreter for the Deaf; RID）」による資格である。一方、全米共通の認定資格として、アメリ

カろうあ連盟（The National Association of the Deaf; NAD）が発行するものがあり、こちらは

通訳資格というより技能レベルの評価に近い性格を有している。その他、特にインテグレーショ

ンが盛んな州では教育通訳の資格を発行するなど、州や通訳養成校などで独自の資格が多数発行

されているが、本稿では、先に述べたRIDとNADの2大機関による資格について、内容や取得方

法等を概観し、現在アメリカの通訳者間で大きな議論を呼んでいるこれら2大資格の統一の動き

について紹介することとする。

１．RIDによる手話通訳資格
1972年から世界に先駆けて発行されている通訳資格で、毎年1000人以上の通訳者が試験に志

願している。興味深いのは資格の内容で、「手話通訳士」資格一つのみを発行している我が国とは

異なり、RIDで発行されている資格には複数種のものがあり、過去に発行された資格も含めると、

その数は約20種類にもなる。しかもその違いはレベルのみでなく、使用手話や通訳の方向、通訳

場面等、各種通訳状況に特化した資格も多く検討されてきており大変興味深い。また、手話通訳

というと健聴者の仕事というイメージが強いが、RIDではろう者による通訳も資格化しており、

第 章3

白澤　麻弓（筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター　准教授）

第1節　手話通訳の資格と労働環境
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取得者は盲ろう者に対する通訳場面やホームサインを使用するろう者と通常の通訳者の間のリレ

ー通訳場面等で数多く活躍している。

表1には2003年に発行された資格のうち、主なものを示したが、この他にも口話通訳者やろう

通訳者資格等全体で5～6種類の資格が発行されているようであった。志願者数や合格状況は表2

の通りである。合格率51％という数字は、例年合格率が8～15％にとどまっている手話通訳士試

験に比較してかなり高いようにみうけられるが、これは難易度の低さというよりむしろ、次項で

述べるとおり志願者の受けてきた養成のレベルの高さによるものであると推察される。

１）試験実施方法
次に実際の資格試験の実施方法について説明する。資格試験は、RIDの規定に基づき各州の支

部がそれぞれ独自に実施されているが、受験者の回答はすべて本部に郵送され、採点や審査は本

部で一括して行われることになっている。いずれの資格も1次試験（筆記）と2次試験（実技）の

2段階に分かれており、1次試験合格者のみが2次試験を受けることができる。図1には、2000年

に実施されたCI及びCT試験の内容をまとめた。比較のため、我が国で実施されている手話通訳士

表1 RIDで発行されている手話通訳資格の例（RID, 2004）

※上記CIとCTの二つの資格を取得した場合、CI/CT (Certificate of Interpretation and

Certificate of Transliteration) と記載され、様々な通訳場面に対応できる力があるとみなされる。

表2 試験志願者数／合格者数（2002年）

※表の数字はRIDが2002年度に発行しているすべての資格試験の合計（RID, 2004）
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試験の概要を図2に掲載したが、話される内容や話者について事前にまったく情報が得られない

我が国の試験方法と比べて、RIDの試験の方がより実際的で現場の通訳に即した形態となってい

るように見受けられる。

＜1次試験（筆記）＞

実施回数：年に2回（6月、12月の第1日曜日）

有効期限：5年

試験分野：

＜2次試験（実技）＞

実施回数：

試験内容：聞き取り通訳、読み取り通訳、会話場面での通訳

図1-1 CI、CT試験の概要
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＜2次試験（実技）＞

実施回数：

有効期限：聞き取り通訳、読み取り通訳、会話場面での通訳

図1-2 CI、CT試験の概要
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＜1次試験（筆記）＞

実施回数：年に1回（3会場）

有効期限：3年

試験分野：

＜2次試験（実技）＞

実施回数：年に1回（2会場）

試験内容：聞き取り通訳、読み取り通訳（口頭）、読み取り通訳（筆記）の3種類

図2 手話通訳士試験の概要
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２）資格の更新
手話通訳には専門的な技術と知識が必要になるため、RIDでは専門技術の維持・向上のための

研修プログラムを設けている。1994年から始まった資格維持プログラム（Certif ication

Maintenance Program ; CMP)がこれにあたり、通訳資格の更新の際に必要単位以上の研修を受

けていないと原則として資格の更新ができない形になっている。

このプログラムは、4年を1サイクルとしてCEUs（Continuing Education Units)と呼ばれる単

位を取得していくもので、4年間で8CEUsの取得が課せられている。1CEUは 10時間の学習によ

って得られるため、4年で80時間の学習が求められていることになる。CEUsはRIDが定めたワー

クショップや講演会、研修会、大会等に参加することで得られるが、8CEUｓのうち6CEUsは言

語学や通訳理論、法学、医学といった専門的な分野で取得することが求められる等、通訳サービ

スの質の向上に向けて取り組んでいる様子がうかがえる。今回参加したPEP-Netの大会も、この

CEUsの単位として認められるということで、多くの通訳者が参加認定証を提出している様子を

見かけたが、通訳として仕事を続けていく以上自己研鑽を積むのは当然といった様子で、中には

参加認定証を提出するだけで実質的な勉強になっていない人もいるので、もっと厳しくしても良

いのではという声も聞かれていた。

２．NADによる資格
RIDによって発行されている通訳資格の他に、全米で実施されている手話通訳資格試験として

NADによるものがあげられる。これはRIDに比較して、評価的側面の強い試験で、結果は個人ご

との評価シートとしてフィードバックされるとともに、1～5段階のレベルで示されることになっ

ている。詳しい試験内容は表3の通りで、独自のレベル認定試験を有しているテキサス州以外で

は、公的な手話通訳の技能レベルとして用いることができる。アメリカでは、手話通訳者への給

与は本人の所有している資格や技能レベルによって異なることが多いが、そういった雇用条件を

決定する際にも、NADによる技能認定試験の結果が用いられることが多いようである。

なお、RIDによる通訳資格とNADによる資格は、表4のように対応づけられるとされており

（Fischer, T.J., 1998)、これによるとNADの方がより幅広い通訳レベルを評価できることがわか

る。

表3 NAD資格試験の概要
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３．統一の動き
本稿ではRIDとNADの二つの大きな全米における手話通訳資格について説明してきたが、実は

1996年7月の全米ろう者大会ですでにこれら二つの試験を統一することが決定されており、以来

続けられてきた審議が現在ほぼまとまりつつあるとのことである。PEP-Netの分科会の中でも、

表4 RIDとNAD資格の対応
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National Interpreter Certification (NIC)と称される統一試験実施については大きなトピックスと

して取り上げられており、試験の実施方法や内容について、参加した多くの通訳者の中でも活発

な議論がなされていた。表5にはこの大まかな内容を掲載した。あくまで検討中の部分も多いが、

今後手話通訳をめぐる動向として注目しておきたい内容である。

通訳者の養成
日米の手話通訳事情を考える際、最も大きな違いは手話通訳者の養成システムの違いであると

思われる。我が国では、1989年に手話通訳士資格が制定されから15年以上経過しているのにも

かかわらず、公的な養成機関はほとんどなく、福祉関係の専門学校で手話について学べる機関を

含めても全国で8箇所（国立身体障害者リハビリテーションセンター学院手話通訳学科、世田谷

福祉専門学校手話通訳学科など,2004年現在）程度しかなく、手話通訳者の養成のほとんどを地

域で実施されるボランティア講座に頼っている現状にある。これに対し、米国での手話通訳者養

成は基本的に短大や大学などの高等教育機関で正式なカリキュラムに則って行われるのが普通で

ある。しかも、2001年の時点で手話通訳養成プログラムを持つ大学および短期大学が74校、こ

のうち大学院修士課程レベルで養成を行っている機関が7箇所、大学学部レベルが53箇所

(Programs and Services for the Deaf ,2001)あったが、現在は専門的な通訳者の養成のために

大学院レベルでの教育を充実させるためにさらに運動が続けられているとのことである。

表5 NIC統一試験の概要
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各高等教育機関ではハイレベルな養成が行われており、内容も非常に系統立っている。この詳

細については次節で述べる。

手話通訳者の労働条件
最後に通訳制度の質を高める上で重要な手話通訳者の労働環境について見てみたい。我が国で

は、役場や手話通訳派遣事務所に設置されているごく一部の手話通訳者をのぞいて、ほとんどの

通訳者が県内の派遣事務所に登録し、必要な時にのみ派遣されるという登録通訳者の身分である

ことが多い。そのため、通訳謝金の低さはもとより、一定の収入が得られるという保証もなく、

雇用保険等の加入対象にもならないため、非常に不安定な状況での労働を強いられる状況にある。

これに対してアメリカでは、日本と同様フリーランスで働く通訳者もいる一方で、会社や教育

機関、病院等と雇用契約を結び、正職員としてフルタイムで働く通訳者も多く、中でも教育分野

は大きなシェアを占めている。NTIDによると、アメリカの手話通訳者の70％が教育機関で働い

ているとのことで（NTID, 2004）、2004年現在大学に雇用されている手話通訳者が全国で約2～

3名といわれている我が国の現状とは大きく異なる点で注意が必要である。

これらの通訳者の身分保障の状態について、RID(2004)は手話通訳に関する紹介の中で、通訳

者の年収は活動を行う地域や通訳者がこれまで受けてきた教育、通訳歴、取得している資格等に

よって異なるが、一般的にフルタイムで雇用されている手話通訳者は年間$15,000～$30,000程

度の給与を得ていると記述している。また、高い技術を持った通訳者で、都心部で働いている場

合であれば、年間$40,000～$50,000程度になることもあると述べられており、手話通訳士資格

を取得しても職に結びつかない我が国の現状に比較して、かなり安定した労働条件にあることが

推察される。

一方、表6はPEP-Netにおいて中西部の中心を担っている中西部高等教育アウトリーチセンタ

ー（Midwest Center for Postsecondary Outreach; MCPO）が1998年に実施した調査結果を

基に、高等教育機関で働いている手話通訳者の雇用状況について、平均的な状況をまとめたもの

である。これによると、大学によって通訳者の雇用規模や形態、身分保障の状況にかなりばらつ

きがあるが、ほぼRIDの指摘する年収の幅に収まっており、やはりフルタイムで大学に雇用され

ている手話通訳者の場合、通常の事務職員レベルの保障はなされていると見てよいだろう。ただ

し、手話通訳の職を高度専門職ととらえた場合に、現状の保障で十分であると言えるかについて

は議論の余地があり、今後さらなる改善も求められるといえる。

表6 高等教育機関における手話通訳者の雇用状況調査（（ ）内は平均）

※MCOP（2000）を基に作成
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はじめに
第1部第1章にて簡単に説明したとおり、NTIDには聴覚障害学生が教育を受けるためのコース

のほかに、手話通訳技術を学ぶための手話通訳養成学科が存在する。ここでは、NTIDにおける手話

通訳者養成担当者からの話を基に、NTIDにおける手話通訳養成学科の概略について説明する。

手話通訳者養成学科の概要
NTIDで情報保障が開始された当初より、授業で通訳を担当する人材の不足は顕著な問題とされ

ていた。そこで1968年、世界で初めて大学内に手話通訳者養成コースが設置された。これが現

在のASLIE（American Sign Language and Interpreting Education; ASL／手話通訳教育部）

の前身となっている。当初は高等教育現場向けの通訳者を養成していたが、今では冠婚葬祭・医

療・司法・職業・政治などあらゆる場面に対応できる通訳者を養成するカリキュラムに発展して

いる。

学科は、基本的な通訳の技術を習得する準学士コースとより高度な技術習得をめざす学士コー

スに分かれており、準学士コースはすでにある程度の手話を身につけた学生、学士コースはASL/

通訳分野での準学士資格を取得している学生を対象に開講されている。

このほか、ASLIEでは基本的な手話を学ぶためのクラスや教職員を対象とした手話の指導など

も行っており、学内の手話および通訳に関する指導を一手に引き受ける部署となっている。

カリキュラムの内容
手話通訳者をめざして入学してくる学生の多くは、「手話は簡単に覚えられる」とか「手話を覚

えさえすれば必然的に手話通訳が出来る力がつく」などの誤解を抱いている。実際には、手話は

言語であり習得には非常に長い時間を要するし、手話ができることと通訳ができることは違う。

そのため、手話通訳養成学科では、まずはこうした誤解を解き、手話を学習すると言うことがど

のような意味を持つのかを学生に伝える事からカリキュラムが始まる。

その中で、第一言語である英語能力をのばすことの重要性や、通訳の際に単に言葉だけを訳す

のではなく、意図を捉えて文化の違いを考慮した通訳をすること、さらには通訳者としての責任

感や求められる人間性等について学習する。例えば、ASLと英語では文法構造も語用論的な用い

られ方も異なる。そのため、実際の通訳においては表3に示すとおり発言の意図をとらえ、文化

の違いを考慮し、場面に応じて翻訳することなどが指導される。

手話自体の学習は、ASL4（表1）から始まる。入学の条件としてASL1～3レベルの技術は習

得していることが前提とされているためである。そのため、通訳の基礎となる手話の力が不足し

ている学生についてはセルフインストラクション・ラボ（第1部第2章）に通って基礎となる手話

力の補強をすることが求められる。先述の通り、ラボにはASLの単語が収録されたCD－ROMや

1000本以上のビデオライブラリーが整備されており、短期間で手話の技術を身につけたり、そ

茂木　京子（元群馬大学障害学生支援室　職員）

第2節　国立ろう工科大学（NTID）における手話通訳者の養成
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の後の技術研鑽にも大いに役立っている。

さらに、より実践的な手話を学ぶために、手話で話す人々で構成されている「デフコミュニテ

ィー」に入り込んで学ぶことを推奨している。デフコミュニティーとは、ろう者が働く職場や交

流会、ろう学校、デフクラブ、RIT内のサークルなどであり、積極的にこうした場を見つけてバ

イトをすることなどが勧められている。ロチェスターのデフコミュニティーは規模も大きく、

6000人以上で形成される全米でも最大級のコミュニティーである。ここに入り込み、ろう者と

直接触れ合う事で、ただ手話を学ぶだけの学生の立場ではなく1人の人間として現状を体感し、ろ

う者が求めるものを直接感じ取ることができる。

クラス編成は1学年10人で、3学年の3学期(春期)には演習があり、4学年の2学期（冬期）に

は、メンター（指導教官）の指導の下、まるまる3ヶ月間インターンとして実際に働くなど実践

的なカリキュラムが組まれている。

表1，2には、こうした手話通訳養成学科のカリキュラムを示した。詳細は松藤（1997）や杉

江（1992）によって紹介されているため参考にしてほしい。

表1 ASL-英語通訳コースカリキュラム（準学士コース）



聴覚障害学生サポートネットワークの構築をめざして

106

表2 ASL-英語通訳コースカリキュラム（学士コース）

※いずれも1講義4単位で、96単位取得することが求められる。1quarterは3ヶ月で夏休みを挟

むため3quarterで1年となる。
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教職員に対する手話指導
通訳者として本格的に通訳技術を磨くほか、NTIDでは教職員に対する手話指導にも力を入れて

いる。ここでは、手話を習得せずに就任した教員に関しては、1年間の手話学習期間が課せられ

る。この間、1学期(秋期)は手話習得のみに集中し、ASL1～3などの科目を受講することが求め

られる。その後、2学期(冬期)は他の教員の授業を見学して聴覚障害学生に対する指導の方法を学

び、3学期(春期)になってようやく授業を担当することができるとのことである。ただ最近は、す

でに聴覚障害についてある程度の知識を持ち、手話もできる人材を教員として雇用することも多

く、この多くがNTIDやRITを卒業した聴覚障害者であるとのことであった。

今後の展望
現在、アメリカにおける手話通訳の75%は教育場面で行われていると言われている（NTID,

2005）。これには、NTIDがこれまで中心的なターゲットとしてきた高等教育場面における通訳も

多分に含まれているが、高校までの教育機関に従事する通訳者もかなり多い。特に近年は増えつ

づけるメインストリーミングにより、初等・中等教育現場における情報保障の需要増加が見込ま

れており、こうした場面に対応できる通訳者の養成が急務とされている。さらに、1990年に

ADA法が制定されて以来、15年が経過した今日、手話通訳者の必要性は各方面に浸透しており、

教育以外の場面でもますます手話通訳の需要は高まっていく事が予想される。そうした事態に対

応できる人材を安定的に輩出していける場として、このような質の高い通訳者養成システムが構

築されていることは高く評価されるべきものであり、今後もますます発展していくことが期待さ

れる。

※いずれも1講義4単位で、96単位取得することが求められる。1quarterは3ヶ月で夏休みを挟

むため3quarterで1年となる。
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※各コースごとにテストがあり、それをパスしないと次の段階には進めない。

（2005年度執筆）

表3 「May I help you?」の翻訳例

表4 NTIDにおけるアメリカ手話指導カリキュラム
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はじめに
聴覚障害学生に対する情報保障の手段には、手話通訳の他にパソコン入力などを利用したリア

ルタイム文字支援があげられる。教員の発話をリアルタイムに文字に変換し、伝えていくこの手

段は、Speech-to-Textサービスと呼ばれており、手話の苦手な学生や難聴学生に対する支援手段

として最近特に注目を集めている。手話通訳に比較して出遅れている感があるこのサービスであ

るが、近年は高校までの段階でSpeech-to-Textによる支援を受けて育った学生が、大学入学後文

字による支援を求めて声を上げる例も増えており、新たな支援ニーズの高まりが感じられる。本

章では、こうしたSpeech-to-Textサービスについて、現在用いられているサービスの内容と方法

について概略を説明する。

なお、「手書きによるノートテイク」は、日本ではリアルタイムの情報保障手段として用いられ

ているため、ここでいうSpeech-to-Textサービスの範疇に入ると考えられるが、アメリカでは手

話通訳などのサービスと併用してもちいる記録的位置づけになっており、通常リアルタイムの情

報保障には用いられないことから本章では扱わないこととする。

Speech-to-Text Serviceの定義
まず、はじめにSpeech-to-Textサービスの定義についてふれておきたい。

アメリカでは、近年CART、C-Print、TypewellなどさまざまなSpeech-to-Textサービスが出

現し、この利用方法を巡って利用者の中である種の混乱がまきおこっている。こうした現場を整

理し、利用者がニーズに応じたサービスを選択できるよう支援するため、聴覚障害学生支援の専

門家やSpeech-to-Textサービスの提供者が中心となって、一つのネットワークを立ち上げてい

る。PEPNetの全米大会（2004年）に正式発足されたこのネットワークは、Speech-to-Text

Service Network （以下、STSN）と呼ばれ、全米のSpeech-to-Textサービスに関わるガイドラ

インの提示に向けて活動を続けている。

以下は、STSNによるSpeech-to-Textサービスの定義である。

第 章4
大倉　孝昭（メディア教育開発センター　客員教授／大阪大谷大学　教授）

Speech-to-Text Services Network(STSN)による定義＜http://www.stsn.org/Admins.html＞
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サービスの種類
日本においても音声を文字化して伝える手段にはいくつかの方法が用いられているが、アメリ

カでもさまざまな手段が開発され用いられている。ここでは、もっとも一般的に使用されている

CART、C-Print、Typewellの3種類について概要を説明する。

１．CART
Communication Access Realtime Translationの略。もともと裁判所で用いられていた速記シ

ステムを、聴覚障害学生への支援に応用したもので、特殊なキーボ

ードを用い(写真1)、特別なトレーニングを受けたオペレーターが文

字を入力する。裁判所での発言を一字一句漏らさずに記録するため

に開発されたシステムであるため、通常の講義であれば、話し言葉

をほとんどそのまますべて文字に起こすことが可能である。ただし、

サービスが高額になるため、大学への負担は大きいことは否めない。

また、1つの講義で20ページ近くの英文を打ち出すため、情報保障

手段として使いこなすためには聴覚障害学生にも高い言語力が求め

られる。

また、最近は話されている音声を電話回線で送り、遠隔地のCART 入力者がそれを聞いて入力

するRemote CART というサービスも登場している。入力データはWebサイトに書き込まれ、聴

覚障害学生はそのサイトにアクセスし情報を得る。具体的には、NetMeeting やWebEx のよう

な画面共有ソフトが用いられており、インターネット上でpeer to peer 接続をして入力者の画面

を見るという形がとられている。

さらに、streaming text を利用する方法がある。＜SPECHE Communications http://www.

speche.com/＞では、CARTの画面を遠隔地の自分のPC画面で見るサービスの解説・デモも実施

写真1 入力装置

写真2 PEPNet-2006会場での運用 写真3 提示画面の例
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している。日本における今後の遠隔Speech-to-Text のサービスについて考える上で、1つの解決

策となるのではないだろうか。

２．C-Print
NTIDで開発されたパソコン要約筆記システムで、普通のノートパソコンを用いて入力を行う。

入力方法には以下の2通りがあり、オペレーターのスキルや状況に応じて選択が可能である。

①タイプによる入力：音韻体系を基にした省略入力規則（ts→this、sci→scienceなど。日本語

の短縮登録のような形）に基づき、オペレーターが講師の話を要約しながらタイプする。

②音声認識による入力：講師の話をオペレーターが要約しながら復唱し、コンピューターに認識

させる。授業場面で用いる際には、周囲の音が雑音として混入しないよう“酸素マスク”のよう

な口全体を覆うマスク型マイクを利用している。写真6はRITで用いられているのと同型のマイク

の写真である（商品名：ミニマスク）＜Martel Electronics http://martelelectronics.com/

Merchant2/merchant.mvc＞。

入力は要約的で、講師の話の要点を伝える形をと

っている。オンラインによる養成講座も用意されて

おり、近年、中学校や高校における情報保障にも広

く用いられている。

３．TypeWell
C-Printと同様、講師の話を要約してタイプするシステムの一つで、普通のノートパソコンを用

いる。入力時には、スペルの体系を基にした略記入力（js→this、scnc→scienceなど）を用い

る。

以下は、入力例である。

教師が上記のように発話したものを入力するときには、

写真5 ②の利用法 写真6 ミニ・マスク

図1 C-Printの画面
(http://www.mcpo.org/sts_stss.asp#2b3)
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のように入力する。C-Print の省略入力モードと TypeWellで多少の違いはあるが、キー・ストロ

ーク数はほぼ同じであり、これが画面に表示されたときには、以下のようになる。

TypeWellの閲覧者画面は以下のようである。

４．Speech-to-Text Services の比較
これまでにとりあげた3種類のサービスを、技術的性能の点から比較すると、次の表のように

まとめられる。

図2 TypeWell のClient画面例
上記の事例・図は、＜http://www.mcpo.org/sts_stss.asp#2b3＞から引用した。
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５．通常のサービスと遠隔サービスの比較
手話通訳も同様であるが、アメリカではインターネットを介した遠隔情報保障が広がりを見せ

ており、質の高いオペレーターが地域にいない場合に有効なオプションであると考えられている。

この種のシステムでは、オペレーターは、別の場所(別の州あるいは国さえ超えて)から電話回線

やインターネットを利用して送られてきた音声を聞き入力する。入力された文字は、同じくイン

ターネット等の回線を通して教室や会議室の閲覧者に送り返さる。

STSNは、通常のSpeech-to-Textサービスと遠隔サービスの両方について、必要なコストを表

2～3のようにまとめている。

積算根拠の条件が日本とは異なるため言及しにくいが、あえていうならば、「CARTは特殊装

置・技能が必要となるため、委託費用が高価な専門的サービスである。TypeWell,C-Printと復唱

者による音声認識の場合はランニング・コストが比較的安く抑えられる。しかし、それぞれのツ

ールを使いこなすため、入力者のトレーニングの必要がある。教育費用とその時間コストを考慮

すると、安定的なサービス提供を継続していくためには相当のコストがかかる。」ということであ

ろう。

遠隔サービスの場合のコスト比較は次のようになっている。空白部分は引用元に記載されてい

ないが、表2と同様ということであろう。

表1 技術的性能比較

表2 通常のサービスのコスト　＜http://www.stsn.org/Admins.html＞より引用
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いずれの場合も、先に掲げた場所を共有する場合に比べ、安く評価されている。米国において

は、これらの遠隔サービスがビジネスとして成立しており、インターネットを利用することによ

る時間の遅延などを考慮しても、有効であると評価されていることの証だろうと考えられる。

６．Speech-to-Textサービス提供の指針
前項に述べたような各種サービスを利用し、選択するにあたって、STSNでは学生のスキルや

希望、コスト等を含む以下の点について考慮すべきであるとしている。

（１）学生の能力・スキル
① 手話ができるか

聞こえない学生が皆手話を知っているとは限らない。手話を知らない学生の場合、特に文字に

よる支援は有効である。また、通常手話を利用している学生であっても、授業形態によっては文

字による支援を好むこともある。

② 読み書き能力があるか

最低でも小学校4年生レベルの読み取り能力を有している必要がある。

③ 学習スキルを持っているか

文字によって情報を受けながら、ノートを取り、自ら学習していくようなスキルを持っている

必要がある。

（２）学生の経験と希望
① 学生はどのサービスを利用したいのか？

② 過去に希望するサービスを受けた経験があるか？

③ もしあるとしたらどのサービスを使っていたのか？

④ 以前に他のサービスを利用していないか？

⑤ 過去に受けたサービスのよかったところ、悪かったところは何か？

⑥ 試行的に他のサービスを受けようとする意志があるか？

表3 遠隔サービスのコスト　＜http://www.stsn.org/Admins.html＞より引用
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（３）地域資源の状況
① 地域にCARTオペレーターはいるか？?

② 質の高いTypeWellあるいはC-printオペレーターがいるか？

③ サービス・プロバイダーの技術レベルはどれほどか?

④ オペレーターは適切なトレーニングを受けて資格を持っているか？

⑤ オペレーターには教育機関でのサービス経験があるか？

⑥ 質の高いオペレーターがいない場合、TypeWellやC-Printオペレーターを養成する土壌がある

か？

⑦ 音声認識による字幕は、授業や学生のニーズを満たすような質を保障できるか？

（４）遠隔サービスの利用
① 地域に資源がない場合、利用できる遠隔サービスはあるか？

（５）コスト
① 以下のコストを予算化できるか？

オペレーターの謝金

支援者（C-PrintおよびTypeWellオペレーター)養成に必要な費用

音声認識システムの運用に関わる費用

ハードウェア(コンピューター，マイク等)

ソフトウェア（TypeWell，C-Print，音声認識ソフト等）

まとめ
本項では、ロチェスター工科大学（NTID）、PEPNet全米大会の視察を通じて得た資料をもと

に、Speech-to-Text サービスに関する現状についてまとめた。視察全体を通して、遠隔情報保

障を含む手話通訳によるリアルタイムの情報保障体制が非常に普及していること、これに対して

Speech-to-Textサービスは、現在のところ補助的な位置づけになっているような印象を受けた。

また、C-PrintやTypewellなどのノートパソコンを用いた要約筆記については、手書きノートノー

トテイクの電子版といった様相が強く、日本で用いられているような複数人の連係入力といった

工夫はなされていなかった。しかし、こうした状況においても、インターネットを経由した遠隔

地からのリアルタイム文字字幕支援サービスがすでに始められており、ビジネス化している点に

ついては大変興味深い。これには、合理主義的なアメリカ国民の指向が見て取れ、日本人との文

化的な違いが感じられる。

このほか、大学院等の高度に専門的な授業に対応していくための支援手段や、手話通訳サービス

とSpeech-to-Textサービスの役割分担・複数手段併用の意義などは、情報保障全体をデザインし

ていく上で重要な視座ではないかと考え、今後いっそうの調査・検討が必要とされる。
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「聴覚障害者のための国際大学連合」（以下、PEN-International）は聴覚障害者の高等教育の必

要性に応えるための世界で初めて組織された国際高等教育機関ネットワークである。2001年に

創設されたPEN-Internationalは、アメリカ合衆国におけるNTID（国立ろう工科大学）に本部を

置いている。PEN-Internationalは世界中の大学で学ぶ聴覚障害学生が、技術分野においてよりよ

い質の教育機関で学べるようにするために、その指導方法や専門技術の共有を目指している。

PEN-Internationalの主要目標は、以下の通りである。

教授法、学習法、カリキュラムの発展、指導方法の改善

情報技術が応用される機会、就労の機会を増加させること

主要協定校
アメリカ聾工科大学（米国）が筑波技術短期大学（日本）の協力のもとに、PEN-International

のリーダーシップを担っている。アメリカ聾工科大学（NTID）は世界初の聴覚障害学生のための

技術系の大学である。ニューヨーク州ロチェスター工科大学（RIT）の中にあり、8つの学部の中

の1学部であるNTIDは、13,500人の健聴学生と約1100人の聴覚障害学生が、共に学び、生活し、

交流している。そして聴覚障害学生に対して、多様なプログラムと情報保障のサポート等を提供

している。1987年に創立された筑波技術短期大学（TCT）は視覚障害、聴覚障害のための、国

立三年制大学である。筑波技術短期大学は、教養を持った有能な学生を育成し、社会・経済的に

独立出来る卒業生を送り出すことを目標としている。筑波技術短期大学の聴覚障害部は、デザイ

ン、機械工学、建築工学、電子工学ならびに情報科学のカリキュラムを3学年で総計150人の学

生達に提供している。

加盟校
天津聾工学院（中国）は、PEN-Internationalに加わった、最初の協定校である。当校は、天津

工科大学内にあり、聴覚障害者に対して高等教育を提供する工科大学である。1991年に創立さ

れたこの機関は、機械製造学、コンピューター科学、衣服デザイン学科、経営情報学等の専門教

育を提供している。約150人の聴覚障害学生と50人の専門教員が大学に所属している。

新たに2002年度にPEN-Internationalに以下の2校が加わった。

モスクワバウマン工科大学（ロシア）は、ロシアにおける優秀な工科大学である。1934年以

来、聴覚障害学生を教育してきた当大学は､1990年初期に聴覚障害学生センターを設立した。

200人を超える学生達が大学内の多様な専門学部や、基礎準備コースにて学んでいる。

セイントベニルデカレッジ(フィリピン)は、De La Salle大学の中の一つである。セイントベニ

ルデカレッジは、創造性豊かで専門的に優れ、また個人の個性を尊重、フィリピン人の理想であ

るような学生の育成を目標としている。この大学では約200人の聴覚障害学生が学んでいる。

第 章5
須藤　正彦（筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター　教授）

荒木　勉（筑波技術大学産業技術学部　教授）
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（2004年度執筆）

表1 PEN-International加盟大学
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写真1 第1回視察団（2004年度）

写真2 第2回視察団（2005年度）

写真3 第3回視察団（2006年度）
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